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市役所本庁舎の移転に関する陳情 
継続審査 
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第１００号議案 

多摩市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について 
原案可決すべきもの 
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10 
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午前１０時０１分 開会 

渡辺委員長   ただいまの出席委員は７名である。定足数に達しているので、これより

総務常任委員会を開会する。 

 本日配付された協議会の資料は行政資料室に所蔵している。 

 それでは、これより審査に入る。本日の審査は、お手元に配付した審査

案件の順序に沿って進めさせていただく。 

 日程第１、４郵送陳情第３号 市役所本庁舎の移転に関する陳情を議題

とする。本件は継続案件である。 

 なお、４郵送陳情第３号については署名の追加があったので、事務局よ

り報告させる。 

山本議会事務局次長 ４郵送陳情第３号について、これまでの署名は７３５名だった。本

日までに追加の提出が２０名あった。合計して７５５名である。 

渡辺委員長   本件については、令和４年６月２１日の本委員会において、建て替えの

場所については結論を出す時期ではなく、今後多くの市民意見を聞く段階

を踏んでいくべきとの理由で継続審査とした。 

 また、９月１２日の継続審査においても、引き続き市は市民意見を聞い

ている段階である状況を鑑み、当委員会としても、現時点では結論を出す

段階ではないとの理由で継続審査とした。現在市は、市庁舎の建て替え場

所について考え方を示した基本構想素案を公開し、素案に対する市民意見

を聴取するため、１２月１５日までパブリックコメントを実施していると

ころである。 

 以上のことから、現在の状況は９月の時点と同様であり、引き続き継続

審査にしたいと思うが、よろしいか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

渡辺委員長   ご異議なしと認める。よって本件は継続審査とする。 

 この際、日程第２、第１００号議案 多摩市個人情報保護条例の一部を

改正する条例の制定についてを議題とする。 

 これより市側の説明を求める。 

藤浪総務部長  第１００号議案 多摩市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定

についてである。本案は、国のデジタル社会の形成を図るための関係法律
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の整備に関する法律により改正された個人情報の保護に関する法律に基づ

き、多摩市個人情報保護条例の一部改正を行うものである。概要について

文書法制課長から説明申し上げる。 

岩田文書法制課長 では、第１００号議案 多摩市個人情報保護条例の一部を改正する条

例の制定について説明する。資料はサイドブックスに上げてある。 

 まず最初の資料の一番、改正の概要についてである。改めて、デジタル

社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律が昨年５月に公布さ

れた。この中で、個人情報の保護に関する法律が改正されている。この法

律改正の全体像については、資料の４にあるので見ていただければと思う。 

 こちらの資料の４番の２ページ目になる。こちら以前もお示しした表に

なるが、イラストがあり、左側の「現行」と書いてあるイラスト、こちら

の右側が各地方公共団体になる。これまで各地方公共団体は条例により運

用されていた。今後は見直し後という右のイラストになり、新個人情報保

護法に統一されるという形になる。この法改正に対応するために、今回条

例改正となった。 

 また第１００号議案の資料に戻ってきて、２番になる。多摩市情報公開

個人情報保護運営審議会の答申になる。本年の１０月６日に審議会から答

申をいただいた。内容については、資料の１のとおりとなっている。この

内容に基づいて、これまで検討してきた改正案との整合性などを取りつつ、

最終的な改正案とした。答申の基本的な考え方については、改正法の規定

に移行した項目については精査して削除すること、また地方公共団体が定

めるべき項目とされたものに関し、その必要性について意見を述べるとい

うものである。なお名称については、多摩市個人情報保護条例の名称を維

持することが適当との答申を得ている。各項目については、重複するので

後ほど改正のポイントのところで説明する。 

 次に、３のパブリックコメントの実施結果についてである。それは資料

２にまとめている。本年９月１２日から３０日まで意見提出を受け付けた。 

 その結果、お一人の方から１件のご意見をいただいた。資料２にあるよ

うに、自己情報コントロール権を前提にしてほしい、名称を個人情報保護

条例にしてほしい、審議会を実効ある監視ができる組織としてほしい、本
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人収集の原則を定めてほしい、オンライン結合のリスクを最小化してほし

い、個人情報保護の水準を下がらないようにしてほしいというものである。

これらに対する回答を記載しているが、この中で審議会については、監視

機関ではなく個人情報保護の運用等について専門的知見に基づくご意見を

お伺いする組織であるので、その旨記載している。また本人収集の原則を

定めることについては、個人情報保護法に抵触してしまうので、条例では

規定できないとしている。 

 次に、４番の条例改正のポイント、改正の内容各ポイントになる。まず

１番目、基本原則として挙げているものである。法と条例を比較し、法に

規定してある項目については条例では記載しないこととしている。条例で

定めるものとしては、法の規定で地方公共団体が条例で定めることとされ

ているもの、例えば開示請求の手数料決定機関等になるが、あと市として

判断で記載するもの、個人情報ファイル簿や審議会関係になる。それらに

ついて審議会としての意見を述べているという形になる。 

 次に、（２）の個人情報ファイル簿になる。千人以上のファイル簿は法で

作成が義務づけられている。一方、千人未満のファイルについては任意で

あるが、多摩市としては、各所管課が保有する個人情報の把握のために作

成する。ただし、少数のファイルについては個人を特定する可能性が高い

ので留意するようにという国からの注意がある。その見解を受けて非公表

とする。 

 次に、（３）開示請求の手数料である。国は１件３００円の手数料を取っ

ている。多摩市は現在、申請手数料については無料としている。こちらに

ついては、請求者の請求のしやすさを考慮し、現行どおり申請手数料は無

料とする。なお交付時に紙などでお渡しする場合であるが、これは実費と

して費用をいただいているので、そこは継続して費用をいただく。 

 次に、（４）開示請求の決定機関になる。国では開示請求は３０日、訂正・

利用停止は９０日となっているが、こちらも現在多摩市ではそれぞれ１４

日と２１日に設定しているので、請求者に有利な現行の期間設定を継続す

る。 

 次に、（５）審議会についてである。法では審議会は任意の設置となって
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いる。多摩市では、継続して設置することとする。これまでのように個別

の事業についての諮問はできないが、今後の運用ルールなどを諮問するこ

とに加え、市議会からの諮問、災害対策基本法に基づく避難行動要支援者

名簿の提出提供についての諮問をする。専門的知見についてのご意見をい

ただき、個人情報保護の水準を下げないように維持することに努めたいと

思う。 

 最後に、条例改正することで影響を受ける関連条例について、条例改正

文の附則で改正あるいは廃止の手続を行う。 

渡辺委員長   これをもって説明を終わる。 

 これより質疑に入る。質疑はあるか。 

橋本委員    ９月議会の一般質問を通しても何点か聞いているので重複しないように

お聞きしたいと思う。今ご説明のあった５番の個人情報保護運営審議会が

残ったことについては一定の評価をしたいと思うが、例えば今までだった

ら子どもさんにお金を支給する等いろいろ個人情報が必要なときに、運営

審議会にこういうことで出したい、会社はこうでという形のご相談をし、

きちんと運営審議会に諮るということがあったが、それは法があり上が決

めていることだからという形でかなり割愛されてしまうが、この辺につい

て国からの指示が今回非常に強かったのでそれに従うということが基準に

なっているかと思うが、市としてはどのように考えておられるのかをまず

お聞きしたいと思う。 

岩田文書法制課長 審議会については、先ほど申したように委任規定という形で残さない

こともできるが、全体の運用ルールについて専門的ご意見を伺うことが必

要だということで残している。個別の諮問ができないという形に関しては、

安全管理措置を法律で定めてそれに従うという形、それを市で組織として

安全管理措置を行った上で行うという基本的な考え方があるので、そちら

に従って市で組織として安全管理措置をしっかりやるという形で運用して

いきたいと思う。全体の運用ルールについては審議会に諮問ができるので、

こういう全体のルールにしたいがよろしいだろうかという諮問はする予定

である。 

橋本委員    確かに法の中でという形については何度もお聞きしている。今の説明を
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聞いても、市民の方が３人入り、そのほかに専門の知識を持っている方で

構成されているが、どのような形で専門的な知見に基づく意見を聞き、聞

いたらどのように反映することができるのかが今までと違ってなかなか見

えてこない。その辺の今後の進め方について伺う。 

岩田文書法制課長 例えば先ほど言われたお子さんの情報を渡してよいのか、個別の事業

については聞くことができない。ただし、渡すに際して個別ではなく市と

してこのようなルール、やり方でやってよろしいだろうかという形での諮

問はできるので、それを確認できるような諮問をしたいと思っている。 

橋本委員    今回の場合、昨年に法律が制定され、すぐに個人情報保護委員会事務局

から自治体に対し条例のイメージが示されているかと思う。基本は当市と

名前が違い、個人情報保護法施行条例というのが示された名前である。調

べてみると日野市も稲城市もそういう名前になっており、私はそういう形

にすべきでないと昨年来申し上げてきて、結果としては保護条例の一部改

正で「保護条例」という名前が残ったが、この辺のところについて今回ほ

ど国が決定的にこうしろ、ああしろ、法にあるから条例に書いてはいけな

いということまで指導しているのはなかなかないと思う。個人情報の保護

で今まで普通に個人の情報を守るという視点で来たことが大きく変わって

きたかと思うが、その辺について多摩市としてはどのように受け止め、特

に「個人情報保護条例」にしたその考え方などもお聞かせ願う。 

岩田文書法制課長 個人情報保護条例という名称を継続するという形については、国の条

例の条文イメージがあり、そこには本当に法の施行条例、法を動かすため

だけの条文しかほぼ記載されていないという状況にある。ただし、条文案

の目的規定の中に「基本的人権の擁護」、「市政に反映する」というような

文言を残したように、多摩市としては個人情報保護の水準を審議会も残し

て維持していくという基本的な考え方があるので、この名称とした。委員

がご指摘のように、ほかの市はほぼ法施行条例という名前でやっている。

多摩市については、個人情報保護条例というものを残す。この名前がどう

かという形であるが、これは個人情報保護委員会にも既に提示しており、

名前については条例の本体をきちんと表していればよいという形でご回答

を得ている。 
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橋本委員    審議会でもそういう名前にしたらどうかという形で答申が出ているとい

うことであるが、もう１点、もともと法がこのようになってきたのは匿名

加工情報という形で、私たちの様々な情報も、名前はつけないがいわゆる

民間と共有することができる方向に大きくかじを切ったということがそも

そも今回の大きなデジタル庁設置の目的でもあり、国の大きな流れだと思

う。その自治体によって違うと思うが、多摩市は特にまだ匿名加工情報に

関し不開示情報の追加ということは、入っていないかと思うが、今後の動

きについて市としてはどう考えておられるのかを伺う。 

岩田文書法制課長 今回の個人情報保護法については、デジタル社会の形成の関係法律の

中で改正されているのを見ても、ある程度データの利活用という形を考え

ているというのはあると思う。匿名加工情報については、その流れである

ものなので、これは過去の行政機関の個人情報保護法の中にもあったが、

それを継続している形になる。ここで新しく新個人情報保護法に移るに当

たって、かなり専門的な知識が必要な事業であるので、都道府県と政令指

定都市にのみ義務づけして、ほかの自治体は任意であるという形になって

いる。過去にも１件だけ実例があり、銀行のＡＩローン審査に関するもの

が認められて実際提供されているものがある。そのような形で、実際の事

業をするにもかなりの、ハードルがちょっと高いということもあり、法律

で各都道府県と政令指定都市だけという形になっている。 

 今後については、多摩市で今は予定されていない。ただし、ないとは言

えないが、その場合には条例改正が必要であるので、きちんと議会にもお

示しした上で、方法とか、項目を示した上で、ご承認いただくことになる。

当然その前に審議会にかけるという形になる。 

橋本委員    最後にするが、パブリックコメントでお一人の方から意見が出されて、

私もそのお聞きになりたい気持ちは共有できる。ただ、一番上位にＤＸ（デ

ジタルトランスフォーメーション）がごく当たり前の流れの中では、本当

に個人の持つ情報、一人ひとりに関わる情報を大切にするという精神は、

これ自治体として絶対に欠かせないことだと思うが、今後も様々な動きが

ある中で、その辺に対して市としてどんな考えを持って対応していくのか、

最後にお聞きする。 
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岩田文書法制課長 今回この条例改正に当たり、国で言われている法の施行条例という形

にはしないで、個人情報保護条例という名称を継続した。これに見られる

ように多摩市としては、今後も基本的人権の尊重等、目的規定を順守しな

がら個人情報保護については確実に保護するような形でしていきたいと思

う。 

渡辺委員長   ほかに質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

渡辺委員長   質疑なしと認める。これをもって質疑を終了する。 

 これより討論に入る。意見・討論はあるか。 

橋本委員    第１００号議案について、可決の立場で討論させていただく。 

 いろいろ思いはある。だが、上位法があり、多摩市の中で一定の工夫が

される中でこの条例提案がされたことについては評価もしていきたいと思

う。ただ、国の動きである、デジタル化を利用してあらゆるデータを集積

しながら、行政が持つ膨大な個人情報を企業などが利活用するということ

はこれからの社会で必要だという、その一部は認めるものの、その中で、

最大の問題は個人情報の保護という観点が欠落していったら、本当に集団

的にそれを利用されるだけになってしまう危険性が絶対的にあるかと思う。

そうした点では、先ほど文書法制課長が答弁されていたような姿勢をぜひ

多摩市が持ち続けていただきたいということを申し上げて、可決の討論と

する。 

渡辺委員長   ほかに意見・討論はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

渡辺委員長   意見・討論なしと認める。これをもって討論を終了する。 

 ただいま意見を伺ったところ、可決すべきものという意見が１名である。

よって、これより第１００号議案 多摩市個人情報保護条例の一部を改正

する条例の制定についてを挙手により採決する。本案は可決すべきものと

することに賛成の諸君の挙手を求める。 

（賛成者挙手） 

渡辺委員長   挙手全員である。よって本案は可決すべきものと決した。 

 この際、日程第３、第９９号議案 多摩市会計年度任用職員の任用、勤
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務条件等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とする。 

 これより市側の説明を求める。 

藤浪総務部長  第９９号議案 多摩市会計年度任用職員の任用、勤務条件等に関する条

例の一部を改正する条例の制定についてである。本案については、本年１

０月からの東京都最低賃金の引き上げ、東京都教育委員会の制度創設など

を受けて、会計年度任用職員の補助スタッフの一部職種の報酬単価の改定

並びに副校長補佐職を新設するものである。概要については人事課長から

説明させていただく。 

森合人事課長  それでは、第９９号議案 多摩市会計年度任用職員の任用、勤務条件等

に関する条例の一部を改正する条例の制定について。条例改正の具体的な

内容についてであるが、会計年度任用職員の一部の職種の報酬単価の改定

と、新たに副校長補佐職を新設するものとなっている。 

 まず報酬単価の改定になるが、多摩市チャレンジ雇用ハートフルオフィ

ス事業で雇用している職員の単価の改定である。多摩市チャレンジ雇用職

員の報酬単価を東京都最低賃金と連動させている。今年の東京都最低賃金

が本年１０月１日より１,０４１円から１,０７２円に改定されたことから、

多摩市チャレンジ雇用職員の時給単価も１,０７１円に改定するものとな

っている。 

 続いて学校で雇用している教育活動指導員Ｂ、いわゆるピアティーチャ

ーと、スクール・サポート・スタッフ（ＳＳＳ）の２種類についてである。

スクール・サポート・スタッフについては、都の補助金で雇用している職

種であり、今年度の補助額の限度が１,０９０円と通知されたこと、また教

育活動指導員Ｂはスクール・サポート・スタッフと報酬単価を同額にして

いることから、この２種について１,０５０円から１,０９０円に改定する

ものである。また、本改定については、東京都最低賃金が本年１０月１日

から改定されていることから、今回の報酬単価の改定についても１０月１

日に遡って適用するものとなっている。 

 職種の新たな設置についてであるが、学校マネジメント強化事業の一環

で、多摩市内の公立小・中学校の副校長の業務負担軽減を目的として副校

長補佐職を新設するものとなっている。報酬額については、東京都教育委
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員会の基準に基づいて月額１９万４,４００円で設定をさせていただいて

いる。 

渡辺委員長   これをもって説明を終わる。 

 これより質疑に入る。質疑はあるか。 

橋本委員    後段の副校長補佐職の新設について伺う。職種は専門スタッフと書かれ

ているが、もう少し具体的に、この方はどのような知見を持っておられる

のか、また試験等はあるのかどうか伺う。 

森合人事課長  今回新たに設置する副校長補佐職についての事業目的である。まず副校

長職の魅力を向上させ、管理職の成り手不足への対応が１点、それから副

校長の業務負担を軽減し学校における働き方改革を推進するというところ

が大きな目的になっている。どういった学校に配置していくのかであるが、

副校長昇任となって２年目までの学校を対象として配置するような形にな

っている。それから、どのような方がこの副校長補佐職に任用されるかで

あるが、元学校長を一応想定させていただいている。副校長を補佐すると

いう立場の中で、いわゆる一定の経験、知識等々も含めて、学校長を退職

された方を想定している。 

橋本委員    今、副校長の仕事にお就きになって２年目までとあったかと思うが、仕

事そのものは３年目になったから軽減される、慣れで解決できるようなも

のではないと私は思っているが、その辺についての考えを伺う。 

森合人事課長  今回設置する副校長補佐職については、副校長になりたてという中で、

いろいろな業務、あるいは初めての業務等々も含めて、副校長の働き方の

負担を軽減する、それから管理職になる成り手不足というところを含めて

配置させていただいているところで、昇任なりたて２年目までをひとまず

今回は想定させていただいて配置することを考えている。３年目以降につ

いてはまた改めてというところもあるが、一定程度２年間やっていただい

た中では、一通り慣れも含めて経験も積んでいると思っているので、その

辺についてはまたよく検討していきながらと思っている。 

橋本委員    これは現場の声をどのような形で拾ってこういう補佐職をつくろうとい

うことになったのかについて伺う。 

高橋統括指導主事 実際に副校長の職は非常に多岐にわたる。教職員への指導のほか、例
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えば都教育委員会あるいは市の教育委員会、市長部局からの調査、朝の時

間帯だと電話対応、様々な業務をそれぞれ同時並行で行う形になる。校長

の経験がある副校長補佐職が入ることによって、今、人事課長から話があ

ったように、副校長になりたての方からすると、どういう順番で何を先に

優先すべきなのか、副校長の職の下には主幹教諭あるいは学校によっては

指導教諭がいるので、場合によっては主幹教諭、指導教諭に命じて副校長

でなくても行えることがあるので、その辺り、なりたての１年目、２年目

については副校長の多忙な業務について調整をしたり、あるいは優先順位

を設けたり、あるいは調査については代わりに行うといった対応をするこ

とによって副校長の職務の軽減が図られるのではないか。これは実際にあ

るところである。 

橋本委員    この補佐職の方の勤務時間、月額報酬はわかったが、実際に学校にいる

時間はどのような形になるのか。 

森合人事課長  基本的には週４日、週３０時間で月額１９万４,４００円と設定させて

いただいているところである。 

橋本委員    働き方改革と言われてきて、具体的にこういう人が配置されるのは一歩

前進かと思うが、先ほど申し上げたように実務的なものは３年４年になっ

ても大変で、朝や帰りの時間に忙しいというのは直接お聞きもしている。

だから、先ほど今後の検討もあるということだったが、ぜひそういうとこ

ろにもっと手厚い対応をしていただいて、管理職になると多忙になって到

底自己実現の時間が取れなくなってしまうからやめようという風潮がぜひ

一掃されるというか少しずつ少なくなる方向にいき、効果が発揮できるよ

うに教育委員会も人事課も取り組んでいただきたいと申し上げておく。 

渡辺委員長   ほかに質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

渡辺委員長   質疑なしと認める。これをもって質疑を終了する。 

 これより討論に入る。意見・討論はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

渡辺委員長   意見・討論なしと認める。これをもって討論を終了する。 

 これより第９９号議案 多摩市会計年度任用職員の任用、勤務条件等に
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関する条例の一部を改正する条例の制定についてを挙手により採決する。 

 本案は可決すべきものとすることに賛成の諸君の挙手を求める。 

（賛成者挙手） 

渡辺委員長   挙手全員である。よって本案は可決すべきものと決した。 

 この際、日程第４、第１０５号議案 多摩市一般職の職員の給与に関す

る条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とする。 

 これより市側の説明を求める。 

藤浪総務部長  第１０５号議案 多摩市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正

する条例の制定についてである。令和４年の給与改定について本年１０月

に東京都人事委員会から民間の支給状況を踏まえた改定の勧告がなされた。

表に準拠して給与を定めている本市であるので、当該勧告を受けて、これ

に合わせた改定を行うため条例の一部改正を行うものである。概要につい

て人事課長から説明申し上げる。 

森合人事課長  第１０５号議案 多摩市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正

する条例の制定についてである。本改正条例については、東京都人事委員

会勧告を踏まえた令和４年の給与改定を反映させたものになっている。給

与改定の具体的な内容については、資料をつけさせていただいているので、

それをもとにご説明をさせていただければと思う。 

 まず、第１の概要になる。これは本年の東京都人事委員会勧告の内容を

記載させていただいているところである。給料表については、公民較差０.

２％、８２８円の引き上げ、若年層への引き上げ改定として初任給の引き

上げ、特別給の年間支給月数を０.１月引き上げの勧告となっている。給料

表については４年ぶり、特別給については３年ぶりの引き上げとなってい

る。 

 続いて第２、令和４年の給与改定の内容となる。まず（１）については、

例月給の引き上げの対象となる給料表の記載になっている。また、引き上

げについては本年４月１日に遡及して適用されることになっている。（２）

については、それぞれの給料表でどの範囲の号級が引き上げ対象となって

いるかの表となっている。主に若年層に絞った引き上げとなっている。大

体３０歳程度の職員が今回の引き上げの恩恵を受けられるような改定とな
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っている。（３）については、今議会での給与条例の改正を得て、新たな給

料表については１月の例月から適用されることになる。また、給料表の引

き上げの時点は本年４月１日に遡って改定されるので、４月分から１２月

分については令和５年の１月３１日に引き上げに伴う差額分を支給する予

定である。 

 次に、２番の特別給になるが、東京都人事委員会勧告を受け、一般職に

ついては年間支給月数０.１月分の増とし、年４.４５月から４.５５月に、

再任用職員については０.０５か月分の増とし、年２.３５月から２.４月に

それぞれ引き上げる改定となっている。適用時期については、本年１２月

の支給分からとしている。来年度以降については、６月期と１２月期でそ

れぞれ引き上げ分を等分して支給していくことになっている。なお、本年

の支給については、１２月の支給日までに条例改正が間に合わないので、

給料表の改定分も含め差額分を令和５年１月３１日に支給する予定となっ

ている。 

渡辺委員長   これをもって説明を終わる。 

 これより質疑に入る。質疑はあるか。 

藤條委員    今回引き上げの勧告がなされ全体が上がるという中において、初任層や

若年層により手厚く引き上げるという方向性は歓迎されるべきものかと思

う。コロナ禍において久々の引き上げ勧告で、引き下げではなかったわけ

である。１点確認であるが、引き上げ勧告のときは遡及をしてある程度の

期間反映されるということであるが、これまで引き下げ勧告だったときに

は遡及したのかどうか、このあたりを確認させていただきたい。 

森合人事課長  今回はプラス改定で遡及してという形になるが、一方で、マイナスの改

定になった場合については、遡及すると不利益遡及という形になるので、

基本的には条例改正後からマイナス改定の場合については適用されるとい

うことでこれまでも運用されてきている。 

藤條委員    民間の給与も徐々に回復傾向にあるという数字も見てとれる。問題は給

与の上げ幅よりも物価の上昇分が上回っていて、生活の中でなかなかそれ

を実感できないというのが実情だと思う。職員の皆さんも、生活者として

そうした物価上昇のあおりを受けているわけであるので、一定引き上げが
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なされるのは、こうした市況を見てもあるのかなという認識をしている。 

 あと２点だけ確認しておくが、以前討論でも時代に合わせた制度への改

革をお願いしていたが、５５歳での昇給停止の勧告及び能力給を反映させ

た人事考課制度、この２点について多摩市ではいつから適用がなされたの

かお伺いする。 

森合人事課長  まず管理職と一般職については、人事評価の成績率あるいは給与の反映

というところで若干時期が異なっている。管理職については、勤勉手当と

昇給というところの中で、まず勤勉手当については平成２７年度の結果を

平成２８年度の勤勉手当から反映させていただいている。昇給については、

平成２８年度の人事評価の結果を踏まえて平成２９年度の昇給から反映と

なっている。一般職については、まず勤勉手当については人事評価の平成

２８年度の結果を平成２９年度の勤勉手当から反映となっている。昇給に

ついては、平成３１年度、令和元年度の人事評価の結果を令和２年度の昇

給に反映している。あと５５歳の昇給停止については、一般職については

昇給の反映と併せて廃止となっているので、令和２年度から５５歳の昇給

停止となっている。 

渡辺委員長   ほかに質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

渡辺委員長   質疑なしと認める。これをもって質疑を終了する。 

 これより討論に入る。意見・討論はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

渡辺委員長   意見・討論なしと認める。これをもって討論を終了する。 

 これより第１０５号議案 多摩市一般職の職員の給与に関する条例の一

部を改正する条例の制定についてを挙手により採決する。本案は可決すべ

きものとすることに賛成の諸君の挙手を求める。 

（賛成者挙手） 

渡辺委員長   挙手全員である。よって本案は可決すべきものと決した。 

 この際、日程第５、第１０４号議案 多摩市議会議員及び多摩市長の選

挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例の制定

についてを議題とする。 
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 これより市側の説明を求める。 

武村選挙管理委員会事務局長 第１０４号議案 多摩市議会議員及び多摩市長の選挙にお

ける選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

てをご説明させていただく。本件は、市議会議員及び市長の選挙運動の公

費負担について公職選挙法施行令の一部改正が行われたことに伴い、選挙

公営に係る条例の一部改正を行うものである。この件については、選挙運

動の際の公費負担のうち、自動車の借り入れ、燃料の供給、ビラ及びポス

ターの作成費用についての単価が改定されたため、地方公共団体にも同様

の対応を図るよう国より通知があったものである。これについては、資料

でおつけしているとおり、限度額を改正しているものである。 

 なお、本件については多摩市選挙管理委員会の承認も得ている。 

渡辺委員長   これをもって説明を終わる。 

 これより質疑に入る。質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

渡辺委員長   質疑なしと認める。これをもって質疑を終了する。 

 これより討論に入る。意見・討論はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

渡辺委員長   意見・討論なしと認める。これをもって討論を終了する。 

 これより第１０４号議案 多摩市議会議員及び多摩市長の選挙における

選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを

挙手により採決する。本案は可決すべきものとすることに賛成の諸君の挙

手を求める。 

（賛成者挙手） 

渡辺委員長   挙手全員である。よって本案は可決すべきものと決した。 

 日程第６、所管事務調査 市民が望む庁舎建て替えについてを議題とす

る。 

 本件は継続案件である。 

 本件については、令和３年６月１４日に所管事務調査として位置づけた。

令和３年９月２日に総務常任委員会では所管事務調査の進め方について意

見交換を行い、市民の意見をどう取り入れていくかが重要であるため、そ



15 

 

のことを市側との意見交換の中で協議していくことを確認した。令和３年

１０月１２日には市役所本庁舎建替基本構想策定方針についての勉強会を

開催し、その後は有識者懇談会や市民フォーラムの傍聴、市から報告を受

ける中でこれからの本庁舎に関わる専門家の考え方、今回の建て替えに対

する市民の声などを聞き取った。 

 一方で、まさに建て替えを進めている他自治体の視察も行い、どのよう

に進め、課題はどのようなものであったか、市民の考え方はどうだったか、

それをどのように反映していったかなどを調査してきた。そして令和４年

１１月８日には、本委員会だけではなく全議員を対象に市側からここまで

の成果である基本構想の素案について説明があった。 

 本日は、このような委員会の調査活動等を踏まえ、来年３月の最終報告

に向けて今後どのように進めていくか確認したいと思う。令和３年６月に

立ち上げた本所管事務調査は、先ほど申し上げた経過のとおりで、市の本

庁舎建替基本構想策定に関する事項の調査を中心に進めてきた。したがっ

て、現在示されている基本構想素案をもとに、今後基本計画や設計に進め

る際に留意すべき点や事業の進め方等に関する意見を報告書として整理し、

市に伝えていってはどうかと考えるが、ご異議ないか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

渡辺委員長   ご異議なしと認め、そのようにさせていただく。 

 今後市は現行の素案に対しパブリックコメント等の市民意見を反映する

などして検討を進めていくとのことである。よって、本所管事務調査の報

告内容についても、今後の市の検討の進捗状況を見ながらまとめていきた

いと思う。これにご異議ないか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

渡辺委員長   ご異議なしと認める。 

 この際暫時休憩する。 

                  午前１０時４９分 休憩 

                ──────────────― 

                  午前１０時５０分 再開 

渡辺委員長   休憩前に引き続き会議を再開する。 
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 最後に、所管事務調査については毎定例会で進捗状況を報告することが

議会運営委員会において確認されているので、今定例会最終日に中間報告

をする。報告の内容については委員長に一任いただきたいと思う。これに

ご異議ないか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

渡辺委員長   ご異議なしと認める。では、そのようにさせていただく。それでは、本

日のご意見を受けて今後も引き続き本所管事務調査に取り組んでいきたい

と思う。 

 また、本所管事務調査については閉会中の継続調査の申出をいたしたい

と思う。これにご異議ないか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

渡辺委員長   ご異議なしと認める。閉会中の継続調査を申し出ることにする。 

 日程第７、特定事件継続調査の申出についてを議題とする。 

 本件は別紙のとおり申し出ることにしたい。これにご異議ないか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

渡辺委員長   ご異議なしと認める。では、そのようにさせていただく。 

 この際暫時休憩する。 

                  午前１０時５１分 休憩 

                ──────────────― 

（協 議 会） 

渡辺委員長   ここで協議会に切り替える。 

 それでは、協議会１、（仮称）第六次多摩市総合計画の検討状況につい

て、市側の説明を求める。 

鈴木企画政策部長 １番目の（仮称）第六次多摩市総合計画の検討状況についてから８番

目の指定金融機関が行う本庁舎１階の公金収納窓口業務の経費負担につい

てまでが企画政策部の案件となっている。順次課長から直接ご説明をさせ

ていただくということでご了承願いたいと思う。 

小形企画課長  それでは、資料については、第六次多摩市総合計画の検討状況について

ということで２つあるが、資料１をお開きいただければと思う。 

 まず資料１の２ページから、７月７日から総合計画審議会を立ち上げて
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いるのでその辺の経過を書かせていただいているが、９月議会でもご説明

した部分と重複するので、こちらについては省略させていただく。 

 ３ページ目の（４）をご覧願う。前回の総務常任委員会の協議会の中で、

総合計画の策定の進め方についてご説明をさせていただいた。これを受け

て第４回総合計画審議会が９月２６日にあったが、議会にご説明したスケ

ジュールについて、そこでも改めて総合計画審議会の委員さんにもご説明

をさせていただいたところである。 

 続いて、次の４ページ目をお開き願う。１０月の１日・２日・８日には

総合計画基本構想の市民ワークショップを開催させていただいている。３

会場で行い、総勢で７１名の方にご参加いただいた。こちらについては、

次のページをご覧いただければと思うが、各地域からご参加いただいたと

いうことで、グラフでお示しさせていただいている。 

 続いて６ページ目、実際ワークショップ当日に何を行ったかをご説明さ

せていただく。大きく３ラウンドの形でワークショップを行い、特に途中

でグループは変わることなく同じメンバーで３ラウンドを行っていただい

た。まず第１ラウンドとして、多摩市に住んでいてよかったと思うこと、

また、ほかのまちにはない多摩市らしさとは何だろうということでワーク

をしていただいた。セカンドラウンドでは、多摩市の理想の未来像という

ことで、１０年後の多摩市はどのようなまちになってほしいかといったこ

とでワークをしていただいている。第３ラウンドでは、多摩市の将来都市

像は何ということで、キャッチフレーズとか標語を考えていただいて、そ

のために取り組むべきことは何かというようなことをやっていただき、全

体発表していただいたという形である。 

 こちらについては、資料が変わってしまうが、もう一つの黄色い表紙の

資料に詳しく書かせていただいているが、長くなるので一番最後の１９ペ

ージをお開き願う。第１ラウンド、第２ラウンドのそういったワークであ

る種皆さんにいろいろな意見交換をしていただいた中で、最終的に第３ラ

ウンドでは、その将来都市像ということでご議論いただいた。下に黒い四

角でワーク結果ということで概要があるが、各グループが最終的には１８

グループできたので、１８グループから将来都市像を作成いただいた。そ
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こに込められた思いとしては、「環境」「活性化」「子育て」「教育」といっ

たキーワードが多く見られた。その辺を次のページの２０ページ以降に記

載させていただいている。こちらの表の見方としては、一番左のところが

実際にお考えいただいた将来都市像、そこに込めた思いをその横の枠に入

れさせていただいている。また、それに向けて取り組むべきことが右側の

２行という形で、それを代表するキーワードとしてまとめたものが一番左

側の青い丸で囲わせていただいているところであるが、先ほどご説明した

ように、環境、活性化あるいは子育て、共生といったものが多く見られた

かと考えているところである。 

 なお、ワークショップには多様な年代の方にご参加いただき、中には中

学生の方が最終的に発表されるというところでも活発な議論をいただいた

のと、多摩市のよさを改めて感じていただける部分もあったかと考えてい

るところである。 

 また資料をお戻りいただいて、資料１の７ページ目をご覧願う。こちら

が１０月３１日に行った総合計画審議会の内容であるが、これまでの審議

会での議論に加えて先ほどご紹介した市民ワークショップでの意見をもと

にして意見交換をいただいた。その中で出てきたキーワードとしては、こ

ちらにそれぞれ四角で囲わせていただいているが、安心、成長、あるいは

循環、これはかなり広い意味での循環である。あと、思いやりも含めた関

係ができる場、多様性ということが多くの委員さんから出てきたかと思っ

ているところである。 

 続いて、８ページ目が、直近の１１月２８日に第６回の総合計画審議会

を行わせていただいたが、そちらの状況のご報告である。まず次期総合計

画の構造、つくりについては、以下の点を確認した。主に基本構想の部分

であるが、今まで総合計画には将来都市像の下に４つの視点と目指すまち

の姿というのがあった。こちらの４つの視点については、今回はなくして

もよいのではないかというご意見等も過去にあったので、その辺を含めて

一応今回はそちらの４つの視点はなくそうかということでお話ししている。

また、これまで目指すまちの姿の下にそれぞれの分野ごとに書いているが、

分野横断的に取り組むための重点テーマを新たに設定してはどうかという
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話もさせていただいている。また、一番下のところであるが、現行の基本

構想では市民主体のまちづくりと主に行財政運営の二本立てで基本姿勢を

定めている。こちらのうちの市民主体のまちづくりというところが自治基

本条例の前文なども踏まえたまちづくりの基本理念と少し重なる部分もあ

るのではないかということもあり、こちらについては市民主体のまちづく

りの部分はまちづくりの基本理念に統合する方向で考えていこうというこ

とで、こちらの議論自体はまたこの先にはなるが、一応そのような方向で

の話になっている。また、左に文字で書かせていただいているが、基本構

想については若干重層的な階層になっているので、その辺はシンプルにし

ていく方向で今庁内で議論を進めているところである。また、今回第六次

総合計画を策定するに当たっては冒頭の部分に背景を加えることについて

もお話しさせていただいていて、こちらの点を確認いただいたところであ

る。 

 続いて、次のページ、９ページ目をご覧願う。先ほど第５回の審議会の

ご議論なども簡単にご紹介させていただいたが、第６回の審議会ではこれ

までの議論を踏まえて次の将来都市像を仮置きすることとし、次に、分野

別の目指すまちの姿、具体的な子育て・教育分野の議論に着手している。

その仮置きした将来都市像というのが、先ほどのキーワードでもお話しさ

せていただいた成長・安心を目的とし、循環や関係・場をその方法に、多

様性を特徴にして「みんながそれぞれの安心と成長をずっと続けられるま

ち たま」ということで、一応こちらを仮置きして個々の議論を進めた後

にまた戻ってきてこちらについて議論するということで第６回の審議会は

終わっている。 

 今後の予定である。最後に、１０ページ目をご覧願う。審議会の日程で

あるが、今年度は９回開催する予定であり、それぞれ日にち自体は決まっ

ている。まず直近だと、１２月２２日に第７回総合計画審議会、年明けて

１月に第８回、２月２０日に第９回ということで引き続き月１ペースで総

合計画審議会を進めさせていただく予定で考えている。 

 次期総合計画の策定に関する検討状況については以上である。 

渡辺委員長   市側の説明は終わった。質疑はあるか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

渡辺委員長   質疑なしと認める。本件についてはこれで終わる。 

 次に、協議会２番、多摩市役所本庁舎建替基本構想の策定に係る進捗状

況について、市側の説明を求める。 

内田資産活用担当課長 それでは、多摩市役所本庁舎建替基本構想の策定に係る進捗状況

について、ご説明をする。ファイルについては３つご用意している。 

 まず１つ目のファイルをご覧いただければと思う。第５回多摩市役所本

庁舎建替基本構想策定有識者懇談会を１０月３１日に開催し、素案の案に

ついてご意見をいただいている。基本構想は、単に本庁舎のあり方だけで

はなく、多摩市の行政サービスのあり方、２０３０年に向けて多摩市が変

わっていくことをうたっているのでとてもよい。２０３０年までのこれか

ら７年は短いので、具体性を持って計画的に取り組んでもらいたい。以下

３つほどご意見をいただいているところである。 

 ２番目として、基本構想の素案をまとめてパブリックコメントを今実施

している。実施期間は１１月１４日～１２月１５日の３２日間である。昨

日現在で４９件をいただいているところである。 

 基本構想の素案については、資料１におつけしている。資料１について

簡単にご説明をさせていただく。まず基本構想の表紙をめくっていただい

て、目次がある。１の本庁舎建替えの背景と経過から６の基本機能等につ

いては、前半部分として、この夏に開催した市民フォーラムなどを踏まえ

て、市民の意見を踏まえてまとめたものである。 

 次に、飛んで２４ページ、下に２４と書いているが、４８分の２６にな

る。こちらをご覧いただければと思う。将来の市民サービスの姿や市役所

の姿について、デジタル化により、市民はオンラインや駅近の施設など身

近なところでサービスが受けられるようになり、本庁舎は出張所等と連携

して災害時には災害対応の指令拠点としての機能を備えている。こういっ

た基本理念や下の基本方針を踏まえ、本庁舎の基本機能を市民サービス機

能、防災指令拠点機能、行政事務機能、議会機能の４つとしている。 

 前半部分を踏まえて、次に、３２ページ以降をご覧いただければと思う。

建設規模について、他市事例などを踏まえて３５ページ目に延べ床面積を
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今回１万８,０００平米と試算している。 

 また、次の３６ページの建設位置では、本庁舎が建てられる用途地域と

して満たすべき基本要件を整理し、また、建設位置の評価の視点について

まとめた上で、次の３８ページに、これらを満たす市有地は現在地に限ら

れているということを記載させていただいている。 

 また、３９ページ目をご覧いただければと思う。これまでの市民や有識

者懇談会の意見などを踏まえ、次世代への負担軽減（事業費の抑制）の点

から、民有地では多摩センター駅南東にある駐車場があるが、８５億円程

度の買収費が必要となること、災害対応指令拠点の整備に向けた確実な取

り組みの実施として、災害時には指令拠点として役割を果たすには、現在

地では確実に進めることができること、また現在地は市域の中心にあり、

地域全体への対応がしやすく、地盤に問題がないなど被災を受けにくい土

地であること、こういったことも踏まえて本庁舎の位置は市有地である現

本庁舎がある現在地が望ましいとの結論に至ったということでまとめてい

る。 

 次に、４３ページ目をご覧いただければと思う。こちらでは、建て替え

事業費として、他市事例を踏まえ、令和９年度の着工時の想定建設単価を

平米当たり５６万円と試算し、建設規模１万８,０００平米を掛けて建設

工事費を約１０１億円、造成や解体費など約２２億円、全体の概算事業費

を約１２３億円（消費税込み）と試算している。素案については以上であ

る。 

 次に、資料２をご覧いただければと思う。基本構想素案について市民フ

ォーラムを実施した。市内在住１６歳以上の市民を対象に、無作為抽出の

３,０００人、それとたま広報などでお知らせをしてご応募いただいた方

と意見交換をしている。１１月２６日はベルブホールで実施し、市民２３

名と有識者の３名、市長が出席をしている。１１月２７日はヴィータホー

ルで市民２７名と有識者３名、市長が出席をしている。 

 次のページに、意見交換での意見を掲載している。基本理念・基本機能

等について、出張所をもう少し充実、拡大したほうがよいのではないか、

職員のために最低限な施設が必要だということは理解するが、華美な装飾
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であったり、デザイン性であったり、そういったものは要らない。本庁舎

規模については、ＤＸ化やデジタル化が進んでいけば、本庁舎の規模は削

減できるのではないか、段階的に建て替えることで規模を圧縮することが

できるのではないか。本庁舎の位置では、現在の本庁舎の場所は多摩ニュ

ータウンの開発によって市の中心を失っている、多摩センター駅前に移転

すれば、用地取得費はかかるが不要な公共用地を売却することで建て替え

費用は捻出可能ではないか、今の本庁舎の場所は交通の便が悪く、例えば

直通のバスを出すなど、やり方を考える必要がある。建て替えの事業手法

などでは、本庁舎は必要であるから建て直すことを決めてさっさとやって

しまったほうがよいといったようなご意見をいただいたところである。 

 次の３からは、アンケートの結果ということでお見取りいただければと

思う。 

 それでは、最初の資料にお戻りいただいて、３ページ目右側をご覧いた

だければと思う。多摩市政策情報誌を１１月２１日から市内の全世帯・事

業者に配布している。基本構想の素案を特集し、お知らせしている。配布

については終えているところである。 

 次に、今後の予定である。パブリックコメントや市民フォーラムの意見

を踏まえて基本構想の案を作成し、令和５年１月３０日に第６回有識者懇

談会でご意見をいただき、２月７日には全議員協議会で案のご説明をさせ

ていただく。その後、２月９日には策定委員会で基本構想をまとめ、２月

中に基本構想を決定していきたいという考えである。 

渡辺委員長   市側の説明は終わった。質疑はあるか。 

折戸委員    一つお尋ねをしたいと思うが、この中で、基本方針ということでＤＸを

推進することによって市民サービスが非常に効率よくなるということであ

るが、現にどういう市民サービスがあるのか全部羅列していただきたいと

いうのが一つある。もう一つ、その羅列の中で、どのサービスがＤＸを推

進することによって可能になってくるのかを示していただくとわかりやす

いだろうと思う。市民の方も私もそうであるが、市民サービス全てがＤＸ

化によって非常にうまくいくように見られてしまうと思うが、決してそう

ではなく、残って現業でやらなくてはいけない部分が多々あると思う。今
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現在行われている全体の市民サービスには一体どういうものがあるのか羅

列していただける資料があればよいと思うが、もし今手持ちでなかったら、

後でもよいがお願いしたいと思う。 

内田資産活用担当課長 市民サービス、行政サービスにはいろいろあると考えている。例

えば申請などもそうであるし、相談といった業務、様々多岐にわたると思

っている。こういったものがＤＸを使うことによってどういった変革をし

ていくのかであるが、有識者懇談会からのご意見もあるとおり、７年後な

かなか想像できないところもあるので、そういったものを踏まえて、将来

の姿を見据えてできるところから進めていく必要がある。これは市民から

もそういったご期待があると思っている。各業務については、まずどうい

った業務があるのかを棚卸しさせていただいて、どういった業務がデジタ

ル化に向いているのか、対面に向いているのか、基本構想の段階ではまだ

洗い出してはいないが、次の基本計画の段階においてしっかりと棚卸しを

して、そういったデジタル化が進められないのかどうかをしっかりと考え

ていきたいと思っている。 

折戸委員    ご答弁だと基本計画の時点でと言われるが、これは想定できる、今現在

サービスを行っているものからそれを洗い出すことはできると思う。ああ、

そうなのかと納得できること、今総括的にサービスを考えているだけでは

なく、どの部分がどうなのかということが全部わかることが、役所の仕事、

市民サービスにはどういうものがあるのかが具体的にわかって、なるほど、

それで細かいことは基本計画へと行くのはわかるが、棚卸しをしていない

から基本計画のときにというのではなく、ぜひ出していただきたいと思う

が、できないのか。 

内田資産活用担当課長 申しわけないが、全ての全体像をお示しするのは難しいと思って

いる。ただ、学童クラブのオンライン申請等基本計画を待たずにできると

ころについては今現在も進めているところであるし、組織的にもＤＸを進

めていこうと考えているので、そういった組織体制をしっかりと整えて、

まずは市民サービスの向上につながるような取り組みといったものは基本

計画、建て替えを待たずに積極的に進めていきたいというところである。 

折戸委員    基本計画を待たずに進めていくのはよい。それはそうすべきだろうと思
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うが、今現在どういう市民サービスをやっているかぐらいは棚卸しで見え

なかったら、こういうことも進んでいくのだなと実際目で見ることが大事

だと思う。見える化というのは、ある面ではそういう基本的なことがあっ

て納得度が高まると思う。そうでないと、何か一つのことを、例えば学童

クラブをやっているから、では、どのようなものを次はやるのだろうと想

像ができなかったりするではないか。だから、全部洗い出していくと、洗

い出したものを見せていただきたいと、議会の中でもその納得度が必要だ

ろうと思うので、ぜひ出していただきたいと思う。現在やっている仕事の

羅列であるから出せないことはないと思うが、いかがか。どうしてもだめ

なのか。 

内田資産活用担当課長 その辺については、今後検討させていただきたいということでご

理解いただければと思う。まずは、どういったものがデジタル化やオンラ

インで申請できるのか、また、相談できるのか、そういったところをまず

は積極的にお示ししていく、試行的でも構わないのでそういったものを見

せていくという取り組みを進めていくのが市民にとってはわかりやすいか

と思っているので、洗い出しについては少し検討させていただきたいと思

っている。 

折戸委員    漠然としているということが一番わからない。だから、これから例えば

このＡということをやれるかやれないかというのはわかるが、今現在Ａ、

Ｂ、Ｃずっとやっていることを見せることによって、次の段階で皆さんが

努力してこのことはこうやれるというのが見えないと、市民フォーラムの

ときにも言ったが、なかなかぴんとこないというか流れてしまうが、そう

いうことではいけないと思う。だから、大変忙しいかもしれないが、ぜひ

洗い出しをした棚卸しの状況を見せていただきたい。そのことによって議

会の納得度も高まるだろうし、もっとこういうこともできるというような

提案もできるかもしれないと私は思うので、努力して出していただきたい

と思うが、いかがか。再度お願いする。 

榎本施設政策担当部長 今、資産活用担当課長から答弁をさせていただいたところである

が、基本構想ではこういうあり方をお示しさせていただいて、次の基本計

画で具体的なところを説明させていただいたところである。ＤＸについて
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は、今の繰り返しになるが、例えば学童クラブや保育園の入所申請などで

のオンライン化を進めさせていただいている。ご案内のとおりオンライン

化以外にも、今までどおり窓口での対応もさせていただきながらというと

ころである。そうした中では、市民の方からの反応や評価などについても

丁寧に聞きながら進めさせていただいているところである。したがって、

市全体像については、各所管でいろいろな事業や手続、相談させていただ

いているもの、それは予算審議、決算審議の中で全ていろいろな事業が対

象になると思う。そうした中で、今申し上げたとおり、その事業の性格や

目的に照らし合わせて行政ニーズ、市民ニーズといったときにオンライン

を入れたほうがより市民の方のニーズに合うとかそういう観点で今後考え

て進めていきたいところである。今、委員からご質問いただいたところに

ついては、そのような考え方で今後進めていきたいというところであるの

で、ご理解を賜りたいと思う。 

折戸委員    いや、そういう考え方でいくというのは、今説明してくださったことは

わかったのであるが、その考え方の裏づけをきちんと見える化したほうが

よいのではないかと思う。そうでないと、ただ一部だけ、今言われた学童

クラブや保育ではやっているということなのだが、積極的に次もどんどん

やっていくということなのだろうが、だから、そのＤＸ化するもの、そう

ではないサービスもあるではないか。だから、全体像を出していただくほ

うがよりわかりやすいし、また、先ほども言ったように市民も、このよう

なサービスがオンライン化できていくということは効率もよくなる、ある

いはこれはそうしなくてもよいかというようなこともわかると思う。要す

るに考え方の裏づけのものはやはりデータとして出さないと、基本計画に

出すということでは、ないのではないかなと思う。それはぜひやっていた

だかないと、考え方の母体になるものを見せていただくということは大事

なことではないかと思うが、今言えないというのだったら後で資料として

出していただけるか。 

榎本施設政策担当部長 全体像の資料を出していただきたいというようなご質問だったと

思うが、今、委員さんがご理解いただいているとおり、市には様々な手続・

相談等があるので、その全ての事業を全体像として出すというところはど
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のように考えればよろしいのかと、今思っているところである。例えば先

ほどのオンライン化は学童クラブ、保育所というできるところからやって

いるということで、今、資産活用担当課長が説明したとおり棚卸しの中で、

ほかの全ての所管でどういうことができるのか、それがオンラインになじ

むのか、対面でリアルな形での相談についての重要性等もあるので、そう

いった意味では、各所管で各職員が自分の仕事を見詰め直して、そういう

技術を使いながらより市民の方への市民サービスが向上できる、利便性の

向上ができるということをもう一度立ち止まって考える、この本庁舎の建

て替えを契機に、有識者懇談会の委員からもあったが、単なるハードの本

庁舎を建て替えるだけではなく、そのような仕事の進め方について職員一

人ひとりもこういう機会をきちんと捉えて仕事を見詰め直して、よりいい

ものができるのかどうかというところをまずやっていかなければいけない

というような重要性についてもご意見をいただいているし、我々もそのよ

うに考えているところである。したがって、この基本構想は今素案という

ことでご意見をいただいているので、この考え方ということでご理解いた

だけるのであれば基本構想を今年度まとめて、リーチの問題についても整

理をさせていただいて、次の具体的な計画の検討のステップに進めさせて

いただきたい。その中ではまさしく今申し上げたようなところの職員意識

を持って各事業についても進めていきたいというところである。まさしく

ＤＸというのは単なるアナログをデジタル化するのではなく、それに伴っ

て業務改善できるところはしていこうという考え方をこの庁舎の検討を契

機に進めていきたいというのが我々としては全体の考え方であるし、それ

は市役所の中でも様々な事業全てについて進めていきたいということで考

えているところである。 

池田委員    関連して質問する。市民意見の中では、ＤＸは建て替えを待たずにでき

るところからぜひ進めてほしいというご意見が多数あったかと思う。ＤＸ

を進めるに当たっては、多分申請などが主になるかと思うが、市民意見の

多かったものからとりあえずやってみようと思うのか、それともできそう

なところからやるのか、どういうところから手をつけていくのかというそ

の考え方についてお聞きしたいと思う。 
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内田資産活用担当課長 そこについてはまさにこれから考える必要があると思っているが、

これは例えばということで例示させていただければと思う。申請手続とし

て言えば、住民票の発行等、定型的に多いものがあると思う。そういった

ものについてはオンライン化を進めていきたいと考えている。さらに、相

談もある。今、対面でなくても画面を使って簡単な相談はできるだろうと

いうことで、他市でも事例がかなり出てきている。本庁舎に来なくても、

本庁舎とつなぐことで簡単な相談はできないか、そういったものを中心に、

まずは試行的になるかもしれないが進めていきたいと考えている。多くの

業務は本庁舎に来ないとできないが、出張所等でもやっている申請・発行

業務があると思う。それはさらにコンビニエンスストアでもできる可能性

がある。マイナンバーカードの普及もあるが、そういった多くの定型業務、

定型申請、定型相談を本庁舎ではなく市民の身近なところでできるような

取り組みはしていきたいと思っている。 

鈴木企画政策部長 少し補足的に。今ご質問のあったいわゆる要望が多いものがあろうか

と思うが、二通りあると思っている。やはり要望が多いもの、例えば今我々

でやっている先ほども事例に出た学童クラブの申し込みだけではなく、保

育の申し込みについてもスタートさせていただいていて、今のいわゆるデ

ジタルに慣れている若年層の部分のご要望が多いところがまず手をつけて

いく部分だと思っている。また、我々行政からの部分としては、令和７年

度に基幹系システムの標準化・共通化を控えている。そこに向けては、先

ほど来もご質問があった業務の棚卸しやＢＰＲをきちんとし、いわゆるデ

ータを活用した業務の変革をしていかなければいけないところがある。そ

れに向けての取り組みという二通りの取り組みを併用しながら、そして令

和１２年度に新たな本庁舎が出来上がるところに向けて、我々として目指

すべき方向性をきちんと定めて両輪で回しながら、今すぐできること、こ

れからそこに向けて本庁舎を建て替えしないとできないことをきちんと

我々で整理した中で、そこに向けてやっていく。ただ、その間には令和７

年度に先ほど申し上げた基幹系システムの標準化・共通化という部分があ

るので、そこを目指してやること、そして本庁舎ができたらやること、そ

のような段階を踏んだ形でサービスを展開していく、その間に今ご質問が
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あった市民の方々からご要望があることに関しては可能な限り対応できる

ものは対応していきたい、そのような考え方で進めていこうというのが今

の段階での考え方ということで受け取っていただければと思う。 

池田委員    先ほど折戸委員からもあったように、多様な市民サービスがあるかと思

う。もちろん相談の窓口などはやはり慎重であるべきだと思うが、とりあ

えず申請のことに関しては、ぜひ進められるところはしっかりと進めてい

っていただければと思う。 

渡辺委員長   ほかに質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

渡辺委員長   質疑なしと認める。本件については、これで終わる。 

 続いて協議会３、豊ヶ丘複合施設整備方針共同検討会の検討状況につい

て、市側の説明を求める。 

内田資産活用担当課長 それでは、豊ヶ丘複合施設整備方針共同検討会の検討状況につい

てご報告をする。こちらについては、資料を３つほどつけさせていただい

ている。まず一番最初の横の資料をご覧いただければと思う。 

 １ページおめくりをいただいて、これまでの経緯をまとめている。現在

令和４年７月から１０月ということで、整備方針共同検討会を３回ほど開

催をさせていただいている。 

 次のページをおめくりいただいて、３回の検討の状況である。参加登録

者は３８名で、２０１９年のワークショップから参加いただいた方と新規

登録者１０名にご参加をいただいているところである。第１回については、

中間まとめの内容の共有。これはワークショップの中間まとめである。検

討する整備方針の構成案、今後の進め方について意見交換を行った。第２

回については、検討の目的や、市の基本的な考え方、検討したい内容の共

有、将来に向けた施設像、必要な空間について意見交換をさせていただい

ている。１０月３０日には、将来に向けた施設像や必要な空間を確認、必

要な機能を共有・意見交換、施設整備方針のメリット・デメリットの洗い

出しをしたところである。 

 次のページをご覧いただければと思う。第４回については、１２月１８

日に開催を予定している。第３回に不参加の方へのアンケート等を行って
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いるので、そういった結果を踏まえて、整備方針について意見交換を行う

予定である。行動プログラムでの現在の位置づけについては、令和４年度

に方針決定を行い、令和５・６年度で基本・実施設計、令和７年度大規模

改修という予定で位置づけをしている。こちらについては、今後の共同検

討会の状況を踏まえて進めていきたいと考えている。 

 次に、資料１をご覧いただければと思う。資料１については、豊ヶ丘複

合施設の整備方針（案）で、１の豊ヶ丘地域についてから７の検討会終了

後のスケジュールまでをまとめていきたいということで、４の将来に向け

た施設像、５の施設に必要な空間、６の施設整備の方法を中心に今検討会

をして意見交換を行っているところである。中身についてはお見取りをい

ただいて、こちらより資料の２をご覧いただければと思う。 

 資料２については、第１回、第２回の検討会などの意見を踏まえて、第

３回にお配りした資料である。今回の検討の前提に当たっては、中間報告

の５つの検討課題、コロナによる生活の変化、検討会からの参加者意見、

市の基本的な考え方としては、その２つ下に面積コストの縮減を目指す必

要がある、より多くの人が利用できる施設としたい、使い続けられる持続

可能な施設としたい。行政だけではなく様々な主体が関わる運営体制も検

討したい、こういった基本的な考え方などを踏まえて、将来に向けた施設

像の案としてキーワード「交流」「居場所」「だれでも」「多世代」「開かれ

た」「つながる」というところで、「さまざまな人が集い、学び、つながり、

未来へつなぐ場所」。次の「必要な空間と機能」というところで、こちら

も案であるが、必要な空間では、子どもが思いっ切り遊べる、子ども・若

者（児童館等）という機能、次に、集中して静かに読書や勉強ができる図

書館の機能、仲間と集まってサークル活動ができ、趣味を生かせるような

コミュニティ（貸室、フリースペースのような機能）、地域の相談事が横

断的につながる新たな機能ということで市民のこれまでのご意見をまとめ

た上で、この４つの機能が想定されるだろうということで、これを基に意

見交換を行ったところである。一番下の運営体制については、住民による

運営も考える必要があるということで、こちらについても今後市民と一緒

に検討していきたいところである。 
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 次のページを見ていただいて、施設整備の方法というところで、改修と

建て替えでの比較をしている。まず改修では、現在の規模が延べ床面積１,

５４８.６６平米、整備費用にかかるコストを大規模改修では約７.７億円

という試算をしている。こちらについては、エレベーターがついていない

ので法対応が必要ということで設置が求められる。維持管理費については、

エレベーターの点検といったものが付加されるところである。また、建て

替えでは１,０００平米前後で仮に延べ床面積を置かせていただくと約６.

９億円で、解体費も含めて試算をしている。維持管理費については、光熱

水費等が削減されるだろうというところである。こういったメリット・デ

メリットについて第３回で市民の方にもご意見をいただいて、第４回でも

こういったところについて少し深掘りをしていきたいと考えている。真ん

中は施設規模の想定で、現状の施設の延べ床面積を示したものである。重

複するトイレ、玄関、廊下といったものを建て替えでは集約することがで

きる、分散する事務所を集約できるということで、建て替えの試算のイメ

ージをお示しさせていただいた。子ども・若者施設については約１８０平

米、コミュニティ貸室、新たな機能共有スペース、図書館、そういった皆

さんがここで臨む機能をまとめると、おおよそ１,０００平米前後という

ところで一つ考えられるだろうということでお示しをさせていただいて、

これをたたき台にして議論を進めているところである。まだ整備方針を決

定したわけではなく、今後も市民対話を続けていきたいと考えている。ま

ずは報告である。 

渡辺委員長   市側の説明は終わった。質疑はあるか。 

いぢち委員   豊ヶ丘複合施設の検討会については、市民の皆さんとのやり取りの様子

を何回も傍聴させていただいている。大変ご苦労なさっているという実感

があるが、こちらの今後の取り組みスケジュールを見ると、これは来年の

夏か秋ぐらいには一旦対話と検討を終了して方針を決定するということか

と思っているが、その辺のスケジュールの確認と今の進捗状況で市民との

合意に至る見込みが立っておられるのかどうか、それから、方針決定とな

っているが、その後の基本・実施設計に進んでいく際に当然いろいろな節

目でパブリックコメントを取ったりいろいろあるかと思うが、市民の皆さ
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んとの対話・検討の機会はもうなくなるのかどうか、２点伺う。 

内田資産活用担当課長 検討会についてはここにおられる委員にもご出席をいただいて、

様子を知っている方もおられると思う。今現在令和４年度の方針決定に向

けて取り組みを進めているところであるが、まだまだ市民との対話が必要

だろう、少し時間をかけていく必要があるだろうと今の段階では思ってい

るところである。しかしながら、施設が老朽化し４０年以上もたっている

ので、ここについては積極的に進めて何かしらの結果を生み出していきた

いというのが現在の市の考えである。また、今整備方針の中で必要な空間

を議論しているが、例えば図書館の場合には、図書館の中でどういうもの

をしていきたいのか、どういう機能が必要なのかも引き続き検討していか

ないと施設の規模が見えてこないので、整備方針が決まって以降市が勝手

に進めるのではなく、引き続き市民と対話を続けながら検討していきたい

と考えている。今後も、この共同検討会だけではなく、例えばオープンハ

ウスを開催したり、いろいろな場面で市民のご意見は捉えていきたいと考

えている。 

いぢち委員   私、今スケジュールの見込み違いをしていたようで、私が先ほど申し上

げたことはずれているようである。今回の豊ヶ丘だけではなく、今東寺方

のエリアミーティングも進んでいるし、様々なところで公共施設の更新見

直し、いろいろなところで市民の皆さんとの話し合いがこれからもふえて

いく一方だと思う。正直豊ヶ丘で見ていると、市民との対話を続けて一緒

につくっていく難しさを感じているし、ご担当は当然それを感じておられ

ると思う。この豊ヶ丘もそうであるが、今後の公共施設の再編に関してノ

ウハウをつくっていくというところにつなげていっていただきたいという

ことが一つある。それと、基本・実施設計等に進んでいくと、当然設計に

は相当プロの知見が入ってくるわけである。そういったときに市民の方が

そこで置いてきぼりにならないようにという意味では、引き続ききめ細や

かな連絡というか、検討会的なものではないにしろ、そういった交流の場

を続けていっていただきたいという点がある。この２つに関してご見解を

お伺いする。 

内田資産活用担当課長 今後のノウハウというところである。こちらの豊ヶ丘、東寺方も
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そうであるが、一旦行動プログラムの中で廃止とさせていただいて、議会

で豊ヶ丘は陳情で採択、東寺方については趣旨採択となったことを受けて

平成２８年度に行動プログラムを改定させていただき、一旦立ち止まって

市民と対話を続け、何かしらの機能を残していくということで今現在も話

し合いを進めているところである。一旦廃止した施設をどう残していくか

については、私もなかなかノウハウがないし、本当に今チャレンジしてい

るところである。こういったところをノウハウとして取得できるのであれ

ば、今若い職員も一緒に担当をやっているので、そういったものは一つの

ノウハウとしてその後の職員に受け継いでいきたいと考えている。 

 市民対話は当然続けていくし、意見もしっかりと捉えて、設計が決まっ

たからこうであるということではなく、設計の段階でも取り入れられるも

のについては取り入れていきたいというスタンスは変わらないところであ

る。 

いいじま委員  資料２を見ると、建て替えの試算イメージということで絵が描いてある

が、これに関してはそもそも改修するか建て替えするかということもある

と思うし、具体的な内容や今後の運営のあり方はこれから検討していく、

ここに載っているのはあくまでもたたき台ということで考えてよろしいの

か確認したいと思う。 

内田資産活用担当課長 資料については、第３回に配付したものである。本庁舎の建て替

えは今回基本理念ということで、サービスから入って規模はどうするのか

というような流れで進めてきたところである。 

 今回の場合も、この施設の将来像をどうしていくのか、それを踏まえて

機能はどういうものをつくっていくのか、それによって規模がまた変わっ

てくると思う。それによって建て替えと大規模改修のコスト比較も当然必

要だと考えている。そういった流れで検討はしているが、２０１９年に市

民ワークショップを開かせていただいて中間まとめをしているので、ある

程度市から情報提供をしていかないと議論がなかなかわかりにくく進みに

くいだろうということで、まずはたたき台をお示しさせていただいた。委

員の言われるとおりである。 

いいじま委員  豊ヶ丘複合施設に関しては、２０１４年、随分前になるが、平成２６年
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の６月に市議会でも陳情を採択しているかと思う。ただ、その後学童クラ

ブも移転しているし、今回中央図書館が現在建設中で整備され、来年度に

は開館となるわけである。８年余りで状況もかなり変わってきているかと

思う。ということで、公共施設の見直し方針と行動プログラムを作成して

これまで取り組んできているわけであり、そういったところもしっかり踏

まえて考えていただきたいと思うが、それについてはいかがか。 

榎本施設政策担当部長 今、委員さんが言われたように、陳情が出て採択されたので、そ

れについてこちらとしては重く受け止めているということで市民の方と丁

寧な対話を続けてきたところである。ただ、その一方、この２年間はコロ

ナということで想定していなかった状況の変化もある。そうした中では、

今回再開するに当たって新たに市民の方も公募して参加いただいたり、こ

の２年間で市民の生活で何か変わったことはあるかというようなご意見を

頂戴するとともに、市の仕事の進め方も、我々も場所にとらわれない仕事

の進め方が進んでいるというようなご説明をさせていただいている。 

 今、委員が言われたとおり、陳情採択については重く受け止めながらも、

やはり状況の変化、あと市民の皆さんのお考えも変わってきているという

ところを受け止めて、やはり何らかしらの機能を残すというときにはやは

り未来志向で考えなければいけないし、地域のことも考えなければいけな

いということで、今回たたき台の中でも、これまでの意見で多かった子ど

もや若者、高齢者だけではなく様々な世代が集まれるようなところという

ご意見もいただいたし、そういうところをまとめて議論を進めるためのた

たき台ということで今回まとめさせていただいた。 

 先月その共同検討会に提案させていただいたというところであるので、

また１２月にここで共同検討会をさせていただくので、そこでどのような

意見をいただいて議論を深められるのかというところ、例えば建て替えと

大規模修繕のメリット・デメリットについても、市民と我々市だけが対話

するのではなく、市民同士で対話したり、こういうことをすればもっとい

いのではないかと、まさしく先ほどいぢち委員が言われたとおり、様々な

意見をどうまとめていくかという知恵出しを市だけではなく市民の方にも

一緒に出していただいて、行動プログラムの精神、これからの人口減少社
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会を見ると行財政が厳しいということは市民の方もご理解いただいている

ところなので、市民の意見をどのようにそういうところでもクリアしてい

くのか、厳しい財政の中でどうやっていけば皆さん実現できるのかを一緒

にまさしく考えていただいて、知恵を出していただいてつくり上げていく

というのが共同検討会というネーミングも少し悩んだのであるが、一緒に

考えていくという趣旨であるので、ぜひともそういう形で、老朽化も進ん

でいるので、一方では着実に前に進めていきたいということで先ほどのス

ケジュール感を持って丁寧にやりながらも着実に進めていきたいというと

ころで、今回たたき台ということで出させていただいたところである。 

いいじま委員  今の世の中の状況、多摩市の状況をしっかりと踏まえながら、市民の皆

様の本当にためになるような方向で検討していっていただきたいと思う。 

渡辺委員長   ほかに質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

渡辺委員長   質疑なしと認める。本件については、これで終わる。 

 次に、協議会４、学校法人日本医科大学多摩永山病院の建替について、

市側の説明を求める。 

内田資産活用担当課長 学校法人日本医科大学多摩永山病院の建替えについてというとこ

ろで、申しわけないが資料はないので、お聞き取りいただければと思う。 

 まず簡単にこれまでの経過をご説明する。令和元年７月に確認書を締結

している。学校法人日本医科大学と多摩市との間で令和元年７月に確認書

を取り交わし、旧多摩ニュータウン事業本部用地において新病院建設に向

けて双方努力することを確認している。また、その後令和２年１１月には、

建て替えの早期実現に向けた協力要請や新型コロナウイルス感染症拡大に

伴う厳しい経営環境などを踏まえ、新病院の建て替えに対して支援を求め

る依頼文書が提出をされている。ここでは７つの要望事項があった。また、

その後令和３年２月には、新型コロナウイルス感染症拡大長期化により病

院経営が厳しい状況から、２０２６年（令和８年度）の新病院開設の努力

目標を再考しているということで、当面の間検討の時間を得たいとの文書

の提出があった。その後令和４年６月には、再考した結果、多摩永山病院

の建て替えについてはできるだけ早い時期を目指したいということで、２
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０２６年（令和８年度）病院工事に着手することを努力目標とし、議論の

再開を依頼する文書の提出があった。今年の６月以降事務方同士で連絡は

取り合っていたが、７月からの新型コロナウイルス感染症の第７波、昨今

の資材の高騰などによる法人事業への影響などから具体的な建て替え協議

が進められない状況が続いていたが、この１１月末に市長と法人の理事長

との間で話し合いの場を持つことができた。そこで確認をさせていただい

たのが、今年度三多摩地域にない脳卒中センターを現病院で開設したこと、

２つ目として、病院職員の地域貢献への士気が非常に高く、その役割を果

たすべく必要な病院施設設備を整えるために２０２６年、令和８年度病院

工事着手に向けて努力をしていきたいということを改めて確認できたとこ

ろである。市にとっても、新病院の移転建て替えが早期に実現していくこ

とは大変意義のあることである。改めて新病院の機能、規模、建設計画と

いったものについてまずは確認をし、要望事項についても全体像を把握し

ながら市議会とも情報の共有を図り、検討を進めていきたいというところ

である。 

渡辺委員長   市側の説明は終わった。質疑はあるか。 

橋本委員    今年脳卒中に対応する科がオープンしたことはわかるが、何らかの地元

に残るプラスの要点があるのであれば、その辺の説明が欲しい。 

伊藤保健医療政策担当部長 脳卒中センターについてのご質問であるが、第三次救急医療

を担う中で一番地域に必要とされるのが１分１秒を争う脳卒中関係の治療

である。その辺のところは日本医科大学さん側としても非常に意識をして

いて、そこを重視して診療を進めたいということでセンターを開設したと

伺っている。 

渡辺委員長   ほかに質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

渡辺委員長   質疑なしと認める。本件については、これで終わる。 

 この際協議会を暫時休憩する。 

                  午前１１時５７分 休憩 

                ──────────────― 

                  午後 １時００分 再開 
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渡辺委員長   休憩前に引き続き協議会を再開する。 

 続いて協議会５、公式ホームページのリニューアル後のトップページに

ついて、市側の説明を求める。 

尾崎広報担当課長 それでは、多摩市公式ホームページのリニューアル後のトップページ

についてご説明させていただく。資料の１枚目、一枚物のものをご覧願う。

現在、多摩市公式ホームページについては更新作業を進めているところで

あるが、特に今回ホームページのトップページが徐々に出来上がってきた

ので、進捗をご報告させていただく。 

 トップページの掲載情報の基本的な考え方であるが、まずはアクセス数

の多いページというよりも、トップページにアクセスしてくださる方の利

用率が高い内容ということを掲載しようと思っている。２つ目に、たまた

ま多摩市のホームページを開いた方に多摩市の魅力を訴求することができ

るファーストビュー。３つ目に、直感的な閲覧性を向上させるために画像

やイラストを多用したい。４つ目に、スマートフォンでも閲覧操作しやす

いレイアウトという４点を挙げている。アクセス数の多いページではなく

というところであるが、現在９０％近くの方がトップページではなく、グ

ーグルやヤフーなどの検索エンジンを活用して、トップページ以外の必要

なページに直接アクセスするという方が多い。また、トップページを使用

する方は少数派になってきていて、デバイスの利用率もトップページに飛

ぶ人はパソコンを使っている方が多い。直接ページにアクセスする方は、

その他のタブレット系でアクセスする方が多いといった傾向が出ている。

トップページに最初にアクセスした人が次にどのようなページを見ている

かも考えながら、トップページは作っていきたいと思う。 

 資料の２のアクセス分析結果のポイントというところをご覧いただきた

いと思う。トップページに最初にアクセスする利用者は１２.０８％であ

る。先ほども申し上げたように、パソコンでトップページに入る方は約６

０％、トップページ以外に入っていく方が３割。スマートフォンやタブレ

ットのほうがやはりトップページ以外で直接検索する方が多いことがわか

った。トップページに最初にアクセスする利用者のパソコン利用率は年々

低下している傾向にある。 



37 

 

 トップページに最初にアクセスする利用者の２ページ目の傾向は、（３）

に書いているとおりグローバルナビゲーションと言って今のホームページ

だとほぼトップ画面のカテゴリー別になっているようなところである。暮

らし、市政というところだろうか、そこに次にアクセスする方が多く見受

けられる。生活シーンから探すというところでは、「妊娠・出産」「結婚・

離婚」というのは非常にアクセス数が低い傾向が出ている。また、現在の

ホームページの右側の箱のバナーのところのボタンはアクセスが比較的高

いが、下段の例えばたま広報というところについては比較的アクセスが低

く、ばらつきがある。 

 市外からのアクセスが実は意外に多く、多摩市からのアクセスが１７.

４６％で、市外が６７.６３％となっている。「職員採用」「施設案内」の

ところにアクセスをする方が多いので、例えば仕事で、あるいは学校で市

外から検索される方が多い。これは市外に住んでいる方という意味ではな

いので、そこだけご注意いただければと思う。また、たまたま多摩市の公

式ホームページを見た方は、シティセールスでは「多摩」という言葉がや

やこしいので多摩市をＰＲしていこうよとしていたものの、実は「多摩 

コロナ」「多摩 ワクチン」「多摩 施設」と入れると多摩市がトップに出

てくる。ということは、これを逆手にとって、せっかくたまたま見ていた

だいたホームページであるので、魅力的なホームページにしようというこ

とでファーストビューを大切にしていきたいと考えている。 

 トップページの掲載内容であるが、２つ目の資料、添付の別紙であるが、

これスライドでご覧になっている方は右から左に流れていくし、ページを

めくってごらんになっている方は左から右にめくっていただければと思う。

一番最初であるだが、ここは写真ビジュアルを入れて、そのビジュアルの

上に検索窓と、その下によく見られているページのリンクを張らせていた

だく予定である。その下に例えばやさしい日本語、読み上げということで、

視覚に障害がある方への閲覧支援機能等々を入れさせていただいている。

その下に、今グローバルナビゲーションと言ってカテゴリーを入れさせて

いただいている。 

 次のページが、その下になる。ページが変わるが、全部上から下につな
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がっているとご理解願う。こちらは今スライドが１枚しかないが、これは

３枚ここで掲載できるもので、それぞれが移動していくのは今と変わらな

い。その後に緊急時に閲覧する情報、新型コロナ感染症関連情報を入れて

いる。 

 次のページである。今はトピックスと新着とイベントカレンダーとなっ

ているが、今度はトピックスと新着とイベントが一緒にタブで見られるよ

うにしている。その下が注目情報ということで、特に注目していただきた

い情報をここに入れ込んでリンクで飛ばすことを考えている。 

 次が、情報を探すということで、アクセスの多い情報。これアクセスの

多い情報であるのでここはまだ仮置きであるが、大体こういった内容のも

のを入れておこうと思う。 

 その次が、最新のたま広報とイベント情報で、これはイベントカレンダ

ーにも直接下からも行けるし、ぜひ来ていただきたいようなイベントはビ

ジュアルで見せていく、広報もビジュアルで見せていくという形で、たま

広報の下に「検索」とあるが、４月以降はたま広報の記事にＩＤ番号を振

り、このＩＤ番号で検索するとホームページでその記事の内容、詳細がわ

かるような運用をしていく予定である。 

 その次が、関連サイトへのリンクである。地域委員会構想、ニュータウ

ンの活性化、午前中にもあったが本庁舎の建て替えのこと、あるいはユー

チューブ、「丘のまち」等々となっている。 

 その下に、「ようこそ市長室へ」と、右側が市議会のホームページへの

リンクとなる。あと一番最後は、広告を掲載させていただくつもりである。 

 今後のスケジュールであるが、年明け２月にはシステムの構築を完了し、

職員の操作研修会を始めていく。令和５年３月２０日には市民周知を開始

し、これ３月２０日号に掲載を予定しているが、３月下旬から実際の実装

という形で進めていく予定である。 

渡辺委員長   市側の説明は終わった。質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

渡辺委員長   質疑なしと認める。本件についてはこれで終わる。 

 続いて６、令和３年度財務書類について、市側の説明を求める。 
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赤松財政課長  まず財務諸表のところであるが、本日はお手元の資料に基づきポイント

に沿った形でご説明をさせていただければと思う。今回については概要版

である。最終的にはほかの会計と連結をさせて完成という形になるが、例

年だと３月末に公表させていただいているところであるが、今年度から一

般会計等の部分について、もう既に決算確定しているものについては逐次

進捗状況も含めてご説明をさせていただく形にしていきたいと考えている。

それでは、資料に沿ってご説明をさせていただく。 

 お手元の資料の下にページ数が振ってあるかと思うが、まずこちらの５

ページをご覧いただければと思う。こちらに連結財務書類の全体像という

形での記載があるが、現状の部分でいくと、こちらの一般会計の決算が確

定していることに伴い、一般会計分の財務種類という形でご説明をする。

一般会計以外にその他ほかの関連団体の決算も今後連結させていくことに

よって全般的な本市の財務状況が明らかになっていくという予定で準備を

進めている。 

 それでは、状況である。続いて６ページをご覧願う。こちらが年度末に

おける貸借対照表の資産、また負債の金額について分析したものになる。

こちらの令和２年度と令和３年度の比較においては、まず資産の総額は約

５５億円程度増加した。要因としては、パルテノン多摩の改修、あと市民

活動交流センターの整備が完了したことにより事業用資産が増加したこと

による要因で増となっている。 

 その次、７ページ目、今度負債のところであるが、資産の増加分のうち

地方債の起債を財源としたものが増加したことにより、こちらについては

約１１億円増加したという状況である。 

 続いて、８ページ目に参る。こちらは行政コスト計算書の内容について

であるが、純行政コストとは具体的にどういうものかというと、人件費、

物件費、あと資産の形成につながらない行政サービスに要したコストから

経常収益（経常収益というのは使用料、手数料など受益者の方から徴収し

たもの）を差し引いた差額で、こちらの純行政コストについては約１１６

億円減少している形になっている。減少の要因であるが、特別定額給付金

支給事業に約１５０億円計上していたが、その分がなくなったことによっ
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て減少という形になった。 

 続いて１０ページ目が、資金収支の計算書についてである。業務活動収

支については、前年度から約９億円増加しているという形になっている。

こちらは新型コロナウイルス感染症の影響で業務支出の部分が大きくふえ

たのだが、逆に国や都の補助金収入がふえたことが要因となっている。あ

と投資活動の収支が約３７億円減少した。こちらはパルテノン多摩や市民

活動交流センター等の整備によって公共施設等整備費の支出が大きく増加

したためである。 

 おめくりいただいて、１１ページ目以降が、令和３年度の財務書類の分

析数値の結果という形になっている。こちらの数値の結果に基づいて最終

的にどのような状況だったのかであるが、これに基づく分析の解説を１３

ページ目に記載させていただいている。こちらをご覧いただければと思う

が、令和３年度の一般会計等の決算でいけば市民１人当たりの資産額が約

２５３.１万円、負債額が約１４.９万円で、その差額である純資産は２３

８万２,０００円という形になった。こちらは負債に対して資産が約１７

倍あることから、比較的負債の残高が少ない状況にあるところである。そ

れらも踏まえて、今後実際どのような形で本市の財政状況も含めてという

視点でいくと、今後有形固定資産の減価償却率が令和３年度の決算で約６

０.２％で、前年度は６３％だったのでそこは比較的落ちているところも

あるが、ただ、今後資産の更新が近づいているという状況から見ると、ほ

かの団体と比較してもライフライン等ハード面の資産を多く持っていると

ころもあるので、今後当然こういった資産の入れ替え等もいろいろやって

いかなければいけないが、将来にわたって市民生活をしっかり支えていく

ことも考えながら、負担の軽減、そのコストを意識して見直し、あと削減

を図りながらも安定的な財政経営に努めていくということで、引き続きそ

ういった視点で分析もしながら財政運営を進めていきたいと考えている。 

渡辺委員長   市側の説明は終わった。質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

渡辺委員長   質疑なしと認める。本件については、これで終わる。 

 続いて協議会７、地方創生臨時交付金の実績報告（令和２年度・令和３
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年度）について、市側の説明を求める。 

赤松財政課長  それでは、お手元の資料に基づいてご説明をさせていただきたいと思う。 

 まず地方創生臨時交付金の実績であるが、これについては本年５月２３

日に内閣府の地方創生推進室から、各地方団体において新型コロナウイル

ス感染症対応の地方創生臨時交付金を活用した団体については、事業終了

後に交付金を活用して実施した事業の実施状況、その効果がどうだったか

について公表するようにというお願いの連絡があった。これに基づいて、

本市においても公表に向けて実際の準備をこれまで進めてきたところであ

る。 

 今回の検証については、通常だと対象事業をどのような形で実施し、例

えばどういう財源で行ったか、要は一覧表みたいな形で公表するという形

で、ほかの各種団体の公表状況を見ていると結構シンプルな形で公表して

いる団体がほとんどである。本市については、今回事業種別ごとの取り組

み内容、予算執行の視点、あと実際効果がどうだったかという３つの視点

で分析した内容を追記することで、総合的な視点での公表に向けて準備を

進めさせていただいているという状況である。 

 それでは、年次ごとの活用状況についてご報告をする。こちらの２１分

の２のところである。まず令和２年度についてであるが、交付された限度

額であるが、総額で約９億９,６７１万７,０００円の交付があった。こち

らの対象事業については４つのカテゴリーに分けさせていただき、大きい

ところでは感染拡大の防止対策、市民の暮らしへの支援、３つ目が地域経

済、これ事業者も含めてであるがそういった支援、あと非来庁型の行政サ

ービスの推進、こちらの事業について幅広く活用させていただいたところ

である。 

 それぞれの経費の内訳であるが、こちらはどういった事業に経費として

充てさせていただいたかという表になっているが、こちらに記載されてい

る事業にこれだけの交付金を活用させていただいたという形の数字である。 

 続いて予算執行の観点というところであるが、令和２年度については、

一刻も早く支援を必要としている人たちにとにかくスピーディーに届くよ

うにということで、スピード感を重視した形の予算化を視点に置いて進め
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させていただいた。そのため、実際執行率という部分については思わしく

ない事業も確かに幾つかあったが、こちらについてはやはりスピード感を

持ってやった結果であると、財政部門としてはそのような分析をさせてい

ただいているところである。 

 あと効果としては、感染拡大防止をはじめ当初はどの事業に注力してい

くか試行錯誤を繰り返しながら取り組みを進めてきたというところもあっ

たので、情勢変化、また実情に応じた支援策を講じることが総合的にはで

きたのではないかという形で分析させていただいている。 

 最終的に、下のそれ以降のページのところに横書きでそれぞれ詳細、ど

ういった事業にどういった財源を充てたのかの最終的な検証結果、これは

各所管課ごとに実施した事業内容も含めての検証結果で、総括的な部分の

記載という形で書かせていただいている内容のものである。先ほども最初

に私が申したように、この表には自治体が大体公表しているパターンがあ

るが、先ほど前段でご説明させていただいた部分も含めて、総合的にどう

だったのかということで今回公表に向けた準備を進めているところである。 

 今のが令和２年度のご説明であるが、今度令和３年度はどうだったかと

いうことで、ページ数でいくと２１分の１２のところである。 

 続いて令和３年度であるが、令和３年度については交付額が約３億５,

６０９万１,０００円という形で交付された。対象事業は令和２年度と同

様感染拡大防止の対策を含め４つの項目の事業に活用させていただいたと

ころである。経費の内訳については、令和２年度同様各カテゴリーごとの

項目でこういったことに充当したという数字も記載させていただいた。 

 あと事業種別ごとの取り組み内容というところである。そこに一応最終

的に４つの取り組みも含めたところの部分で、最終的にどういう詳細で活

用していったかという記述も書かせていただき、あと予算執行の観点とい

うところでは、令和２年度は若干状況を考慮して、次々と新しい支援をし

ていくというスタンスで、執行率も含めて若干思わしくなかったところも

あったが、これも情勢変化に応じて対応していかなければいけない、スピ

ーディーにスピード感を持ってやっていかなければいけないというところ

がまず前提としてあったので、スピード感を持って取り組んだことに対し
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て一定の効果はあったかというところである。 

 最終的に、こちら令和３年度もそうであるが、市独自で取り組んだ部分

も幾つか事業としてあった。今後もまだコロナ禍が終息していないところ

がある中では、今回令和２年度・３年度であるが、こういった地方創生臨

時交付金を活用しながら、あとは市独自の対応というところも含めて、総

合的にある程度活用して、スピーディーに対応してきたのかという形であ

る。一応令和２年度・３年度の状況としてこういう形で取り組んできたと

いうところで、令和４年度も確かにコロナの状況にまだ収束が見えないと

ころがある中では、さらにまた今物価高騰といういろいろな要因が出てき

ているというところでいけば、やはり引き続き交付金や補助金、あと市の

財源も含めて、対策については総合的に効率的に対応ができるような形で

引き続き取り組みを進めていきたいと考えている。 

渡辺委員長   市側の説明は終わった。質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

渡辺委員長   質疑なしと認める。本件については、これで終わる。 

 続いて協議会８、指定金融機関が行う本庁舎１階公金収納窓口業務の経

費負担について、市側の説明を求める。 

髙階会計管理者 指定金融機関が行う本庁舎１階の公金収納窓口業務の経費負担について、

資料に沿って説明をさせていただく。資料は協議会の８である。 

 まずはスライドの２ページ目、項番の１である。現在本庁舎１階の正面

玄関から入って左側にある公金収納窓口において、本市の指定金融機関で

ある三菱ＵＦＪ銀行が市税の収納業務等を行っており、常時２名の行員が

配置されている状況である。本市ではこれらに対する対価を一切負担して

おらず、業務の継続が指定金融機関にとって今大きな負担となっている状

況である。そこで、同業務に対する経費負担の見直しを行い、令和５年度

から、経費の一部負担を行うことで本庁舎の公金収納窓口業務の運営の安

定化を図り、市民の利便性や公金収納業務の効率性を確保するものである。

来年度、令和５年度からの予算化を予定しているので、本日は事前に経緯

などについて説明をさせていただく。 

 スライドを進んで項番の２、本庁舎公金収納窓口業務についてである。
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掲載している表だが、本庁舎１階に設置している公金収納窓口の概要を記

載させていただいている。上から３つ目、収納対象であるが、市・都民税、

軽自動車税などの多摩市の公金のみを取り扱っている窓口になり、多摩市

以外の税、例えば他市のもの、都税、国税などについては取り扱いの対象

外となっているものである。だから、多摩市の公金収納のために設置して

いる窓口ということになる。また、その下の業務内容であるが、記載して

いるとおり公金収納業務のほかに、公金の支払い業務であったり、本市と

銀行支店間の各種取り次ぎなど、公金の出納事務に関連する業務を多く行

っている。だから、利用者の利便性の向上だけではなく、本市の出納事務

の効率化も図られているところである。収納件数については１日平均で８

０件ほどあり、単純計算を行うと８０件だと年間で１万９,２００件の収

納対応を行っていることになる。 

 今回、公金収納窓口業務の経費負担の見直しに至った経緯であるが、次

のスライド、項番の３、背景に記載をさせていただいている。指定金融機

関制度であるが、昭和３９年に導入されたもので、制度の導入当初と比較

すると今の銀行等の金融機関が置かれた状況が大きく異なっており、指定

金融機関に関する考え方も変化しているところである。表に、当初と現状

の比較を記載している。上の当初であるが、制度導入当初では地方公共団

体の指定金融機関になることで地域の信用力の向上によって顧客の増加が

期待できる、多額の公金を預かることで預金の運用益を獲得できるなどの

メリットがあったので、公金収納業務などに要する経費を銀行が自己負担

してでも指定金融機関の指定を求めるような状況であった。だが、現状で

いくと金利が大幅に低下したことで事務に要するコストに見合った収益が

得られないことで業務の継続が大きな負担となっており、経費の負担がな

ければ継続が難しい状況になっている。こういった状況を含めて、下段の

ほうに記載しているとおり、令和４年３月に総務省から公金収納手続のデ

ジタル化を進めることと、公金収納等事務の経費負担について適正な経費

負担となるように見直すことが示されたところである。 

 次に、項目の４、公金収納窓口の継続、経費負担についてである。現在、

銀行などの多摩市公金収納取扱金融機関の窓口における収納のほかに、ス
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マートフォン決済アプリやコンビニでの収納など今収納方法の多角化が図

られているところである。本庁舎１階の窓口での収納件数であるが、こう

いったもの全体を含めた数の中で占める割合は大きくないが、ただ本庁舎

の窓口で相談後に利用されるようなケースも多くあり、例えばスマートフ

ォンの操作が不慣れな方であったり、移動が困難な方なども多く利用され

ている状況にある。そういった方々にスマホでの納付手続であったり、銀

行またはコンビニに行って納付してほしいという案内を行うことは利便性

の大幅な低下につながると考えている。だから、この窓口の継続運営は必

要なものと考えている。また、先ほど業務概要のところでも説明させてい

ただいたが、行員が常時２名配置されているので、これによって本市の出

納事務の効率化が図られているところでもある。よって、以降に記載ある

とおり業務に要する経費の一部を負担することで指定金融機関による本庁

舎の公金収納窓口の安定した運営を確保するものである。 

 最後に、本件に関連してであるが、項番の５、指定金融機関関連業務の

見直し状況についてである。先ほどの繰り返しになるが、金利低下やマイ

ナス金利制度の導入などによって金融機関が置かれている経営環境は今著

しく悪化しており、支店の統合や廃止、事務の見直しなどの経費削減取り

組みが進められている状況である。そういった状況においても、指定金融

機関に係る手数料の額などについては昭和３９年の制度導入当初の設定額

が基礎になっており、無料または極めて低い設定の金額となっているとこ

ろである。下の表であるが、そのような状況を踏まえてこれまでに本市が

行った主な見直し内容をまとめたものになっている。平成１８年の口座振

替手数料、平成２０年の他行への振込手数料の引き上げ、直近でいくと令

和４年度、本庁舎１階に設置してあるＡＴＭの来年３月３日での撤去を予

定しているところである。平成２９年、令和３年、４年の見直しであるが、

指定金融機関に対して費用を負担するものではないが、今実際に指定金融

機関が負担している費用の低減・削減を図るために行った見直しである。

令和５年度以降であるが、現行の口座振替手数料、他行への振込手数料の

金額が通常の価格と比較して非常に低く設定されている状況もあるので、

引き続き各種見直しについて指定金融機関と協議を継続していきたいと考
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えている。 

渡辺委員長   市側の説明は終わった。質疑はあるか。 

藤條委員    この経費の一部を負担するということであるが、先方とこちらの負担割

合はどうなっているのか。 

髙階会計管理者 今回「一部」と記載させていただいたのは、費用に係る全部を負担する

わけではないという意味で記載させていただいており、銀行も株式会社で

あるので営利法人になる。ただ、今回は行政インフラとしての役割を果た

すということでの必要最低限の経費について協議をさせていただいている

ところであり、そこで「一部」という表現で記載をさせていただいている。 

藤條委員    現状だと、銀行の行員を出していただく部分の人件費等々、メインはこ

ちらが負担をするような認識になってくるのか。あと、向こうの立場に立

てば、確かにこうした収納が多角化している中で人を引き揚げたいという

のも一定理解はできる。そうした中で、今そうした方々が担っていただい

ている業務、先ほどのスマートフォンの操作が不慣れな方の案内、市民サ

ービスが低下してしまうおそれがあるという懸念もあるかと思うが、そう

したことは市の職員や別な方が担って代替ができないものなのか、替えが

利かない業務なのかというところを改めてお伺いしたいと思う。 

髙階会計管理者 資料のスライドの２の部分で米印以降にも記載しているが、指定金融機

関を指定している理由として、市の職員がやるにおいては専門性の高い業

務も含まれていることと、あとは公金等を収納するに当たって専用の機材

等の設置が必要になっている。だから、市の職員がそれらを全て行うこと

は現実的ではないので指定金融機関に指定して業務を行わせているという

状況がある。 

藤條委員    様々細かいところまで見るとそうした事情があるのだろうと思うが、ず

っとこのままの状況というのは、先方からも申し出があったとおり難しい

と思うので、そうした業務を一個一個精査していただきながら現実的な落

としどころというか解決策を探っていっていただきたいと思う。 

渡辺委員長   ほかに質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

渡辺委員長   質疑なしと認める。本件については、これで終わる。 
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 続いて協議会９、単品スライド条項の対応について、市側の説明を求め

る。 

櫻田総務契約課長 協議案件の９番になる。単品スライド条項の対応についてご説明をさ

せていただく。 

 まず多摩市においては、物価高騰等の影響によって今までもインフレス

ライド条項や特例措置の適用対象として契約変更を進めてきた。ここでさ

らに建設資材の価格高騰を踏まえ、工事請負契約約款第２５条第５項の単

品スライド条項について以下のとおり適用することで契約変更の請求がで

きる措置という形で対応させていただいたので、ご説明をさせていただく。

ちなみに単品スライドとは、特別な要因により工期内の主要な工事材料価

格の著しい変動が生じることによって請負代金が不適当となった場合にお

いて契約変更の請求ができる措置という形になっている。 

 まず対象の品目になるが、鋼材類、燃料油、その他の資材という形で対

象品目を設けている。 

 対象の契約案件については、工事請負契約のうち工期末が令和５年１月

１日以降のものを対象としている。 

 契約変更の条件としては、まずその品目ごとの変動額が基準額を超えた

場合にスライド額を算出するという形で対象としている。 

 ２ページ目に行って、スライド額になるが、スライド額の算出対象とな

った品目の変動額の合計額から対象工事金額全体の金額の０.５％相当を

控除した額という形で今回スライド額を算出している。 

 続いて契約変更の時期になるが、工期末から２カ月前までに受注者から

請求を受け、工期末までには変更するという流れの対応をさせていただく。

今回、原則は２カ月前とするが、周知期間等を考慮させていただいて、緩

和措置として工期内であれば２カ月前を過ぎても令和４年１１月末までは

請求可能とするという形で現在対応させていただいている。 

 続いて６番目、運用の詳細であるが、今回具体的な運用については東京

都の運用マニュアルを準用するという形で多摩市は行うこととしている。

東京都でも部局によって運用マニュアルが異なるため、本市においては工

事担当所管がどの局の積算基準を準用しているかを確認しながらマニュア
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ル対応をさせていただくという形で決定した。個別内容については、都度

担当にご相談いただければと思っている。 

 こちら簡単に説明という形で概念図を設けさせてもらっているが、要は

工期末から２カ月以上残してその前にまずは該当するであろうという金額

になった場合に受注者が請求するという形になる。市内部で協議を開始し、

協議が終了次第、今度は単品スライド額に応じた契約変更の手続に入ると

いう形で、全部の手続が終わってから工期末を迎えるという手順になる。 

 スケジュールであるが、この次の３ページ目、８番の真ん中あたりに図

で入れさせていただいているが、金額に応じて、また予算に応じて手順が

都度ふえたりしているので、どの案件であるかによってこのスケジュール

感が変わってくる。１億５,０００万円を超える契約は議会の議決を要す

る案件となるが、そういった場合は右側、予算があれば、予算がなければ

という形で、予算がないと補正予算を取ってからという形になる。金額に

応じた内容によって若干そのスケジュールが変わってくるが、このような

形で契約変更の手続まで行い工期末を迎えるというスケジュール感で考え

ている。 

 ちなみに、経過として書かせていただいたとおり、１１月中旬には外に

向けて市公式ホームページ等で公表すると同時に、受注者に対しても、今

現在多摩市で受けている令和５年１月１日以降に競争入札によって受注さ

れている受注者様にメール等でこの内容を全体に漏れなく通知させていた

だきながら対応していくという形で今実施しているところである。 

渡辺委員長   市側の説明は終わった。質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

渡辺委員長   質疑なしと認める。本件については、これで終わる。 

 続いて１０、令和５年度の多摩市公契約条例における労務報酬下限額等

について、市側の説明を求める。 

櫻田総務契約課長 協議案件１０番になる。令和５年度の多摩市公契約条例における労務

報酬下限額等についてご説明をさせていただく。 

 １０月５日に多摩市公契約審議会が開催され、そこで令和５年度から適

用される労務報酬下限額が決定され、答申書（その１）ということで多摩
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市長宛てに提出された。その内容についてご報告をさせていただく。 

 令和５年度公契約条例適用に向けた基本的な考え方ということで、審議

会の中で基本方針を検討の中で定めさせていただき、令和５年度も令和４

年度の考え方をおおむね継続して運用していくという形で方向性を示され

た。ただ、新型コロナウイルス感染症の拡大による経済・雇用等への影響

等全体の流れを含めて引き続き注視しながら臨機応変に対応していこうと

いう形で答申書の内容にも載っている。令和５年度の当該下限額について

は、東京都の地域別最低賃金の動向を鑑みつつ、先ほどと同様、新型コロ

ナウイルス感染症の拡大による経済雇用等の影響も踏まえ、諸般の事情を

考え、各業務の労務報酬下限額の増額状況等を考慮して今回設定させてい

ただいている。 

 具体的なところで言うと、２番目の（１）労務報酬下限額ということで

実際の金額等をここに列記させていただいている。答申書の内容について

も市公式ホームページで同じように公表しているが、簡単に説明させてい

ただく。まず１番目、工事または製造の請負契約で、こちら熟練労働者、

一人親方等というのは、公共工事設計労務単価の９０％、これは昨年と同

様の内容になる。熟練労働者以外のものについては１,１３５円という形

である。②の業務委託、指定管理等については、各個別のところについて

はこちらを参考にご覧願う。全体でも１,１０９円という形で金額が設定

されている。 

 続いて工事熟練労働者とそれ以外の者の割合を多摩市では定めていて、

熟練労働者を８０％以上確保して業務の質を確保していこうということで、

同様に「８０％以上」と明記されている。 

 続いて今回令和５年度についても令和４年度の対象の案件を全て継続す

ることと、あと新規で契約が発生した場合にはその都度議論をして対象か

どうか判断しようということになっている。 

 続いて別紙になる。別紙については、令和４年度の審議会の内容と開催

状況を簡単に書かせていただいている。年が明けた１月上旬に第４回目を

設けて、答申書（その２）として議論の内容を踏まえた課題を整理してお

示しができるかということで今考えて動いている。 



50 

 

 続いて、今回の審議会の中での検討の課題や経過についてここに内容を

載せさせてもらっているが、下限額の金額の設定が一番難しく、何回にも

分けながら議論を進めていたところである。また、東京都の最低賃金の動

向を踏まえた中で、また今回も上がって金額が高額となったので、その金

額をどう設定するかというのが一番の議論の課題となったが、ここでよう

やく課題の整理をしながら、何とか周りの状況も確認しながらの金額設定

になったという話である。そのほか、委託・指定管理についても同様な形

でここに書かせていただいている。 

 課題３、今までも議論はさせていただいているところであるが、適用労

働者の範囲ということで、多摩市の特徴として６０歳以上は適用の対象外

という形で今までも進めているところである。それはなぜかというと、同

じように適用すると、事業者からすると作業の能率や効率を優先すると若

い人でいこうということで６０歳以上の人の雇用の機会が減少してしまう

のではないかという危惧からそのような形にしているが、しかし、一律に

適用除外としなくても、もしかしたら下限額を適用することによって、業

種などの内容を考えながら、もしかしたら一律ではなくてもよいのではな

いかという議論が以前からあるところで、今後も慎重に内容を確認しなが

ら議論を進めていこうということで、ここの課題の中に入っているような

状況である。 

渡辺委員長   市側の説明は終わった。質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

渡辺委員長   質疑なしと認める。本件については、これで終わる。 

 続いて１１、「新型コロナウイルス感染症対策記録」について、市側の

説明を求める。 

城所防災安全課長 それでは、協議案件１１、「新型コロナウイルス感染症対策記録」につ

いて、資料に沿ってご説明をさせていただく。 

 まず編集方針である。編集方針を立てて、このようなことをやってきた。

原案を作って各課に意見照会をし、全庁で作成したというような形で編集

をしてきた。対象の期間であるが、令和２年１月から令和４年３月３１日

なので、令和３年度までが対象となって一区切りさせる。次に、（４）で
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あるが、ここが一番大切なところと感じており、後年に同様な事案が発生

した場合、対応の参考となるようにこれを作成させていただいた。記載さ

れている内容である。（５）の①から③まであるが、主として市民や全庁

を巻き込んで行ったような事業などを中心に記載させていただいている。

また、詳細なものについては、（６）にあるように各部で取りまとめてい

ただくようにしている。 

 公表についてである。基本的に市公式ホームページで公表させていただ

く。紙の印刷物は、紙削減の観点から作成する予定はない。時期は１２月

中旬、もう少ししたら、なるべく早くということであるが、第１版を掲載

できればと思っているところである。 

 次に、今後についてである。対策記録であるが、追加事項等が発生した

場合は適宜修正を行うともに、コラム等が掲載できればといったところで

今関係所管と調整しているところである。 

 次に、４番、主な掲載内容である。１番から９番まであるが、代表的な

ところだけを申すと、例えば１番であると未知のウイルスに対する初動対

応ということで、小・中学校の臨時休校などのことを書かせていただいて

いる。次、４番、感染者に対する市の取り組みで、多摩市独自のＰＣＲセ

ンターの設置や自宅療養者の支援などを書かせていただいているところで

ある。次、５番、ワクチン接種対応の経過で、国の接種計画と市の対応、

また職員の接種問題等もあるので、そういったことも書かせていただいて

いるところである。また、７番、これまでの市の取り組みで、比較的細か

いところであるが、多摩市議会災害対策連絡会のこともここに書いてある

という形になっているところである。さらに、終わりにというところで、

今後の危機管理なども一つ書かせていただいて、全体の対策記録としてい

るところである。また、本編だけで４０ページから５０ページ、そのほか

に資料編が付くといったボリューム感となっているところである。 

渡辺委員長   市側の説明は終わった。質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

池田委員    １点だけ。こういうことは多摩市独自のものなのか、それとも他市でも

こういうことはされるのか。 
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城所防災安全課長 調べた限り２６市で２市だけは出していた。ただ、今回我々がやった

ように文章を書くような感じは、あっても１市である。２市のうち１市は

確実にデータだけを出しているような形で、もう一つはデータと文章があ

る感じであるが、今回我々、１、編集方針の（３）に書いてあるが、事実

を中心に記載ということで文章で書いて、こういうことやったのだという

ところを書いている。そういったテイストはおそらく多摩市だけかと思う。 

池田委員    非常に大事なことだと思っているが、紙の削減ということで冊子にはし

ないというご説明だったが、だが、残したほうがよいような気がしないで

もないが、それは何か閲覧できるようなものにはしないか。 

城所防災安全課長 例えば行政資料室といったところには印刷して置かせていただければ

と思う。 

渡辺委員長   ほかに質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

渡辺委員長   質疑なしと認める。本件については、これで終わる。 

 次に、１２、新型コロナウイルス感染症への取組状況（令和４年１１月

現在）について、市側の説明を求める。 

磯貝市民経済部長 １２番から最後１６番までが市民経済部の案件となっている。１２番

については部全体のことであるので私から、あと１３番以降については個

別の案件となるので担当の課長からご報告をさせていただく。 

 それでは、早速であるが１２番の新型コロナウイルス感染症への取組状

況というファイルをお開きいただければと思う。こちらについては、毎定

例会ごとに市民経済部でのコロナ対応の取り組みの進捗状況等をご報告さ

せていただいているものである。今回特徴的なものだけに絞ってご報告を

させていただくのでご了承願う。 

 それでは、早速であるが、ページ２ページ目をお開き願う。２ページ目、

一番上段になるが、キャッシュレスの還元事業になる。こちら前回９月の

ご報告の際にはまさに実施している最中ということで、９月いっぱいまで

１日から１か月間、第５弾ということで実施をさせていただいた。後ほど

詳細については担当課長からご報告するが、今回第５弾になるわけである

が、回を重ねるごとに利用者がふえてきて、こちらは６月の追加補正で予
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算３億円強で計上させていただいたものであるが、結果としては、総還元

額としては２億９,７００万円ほどプラス事務費になるので、３億円強と

いうことで、予算ぎりぎりということでの状況であった。若干余裕を見た

つもりだったが、結果的には利用が非常に伸びているという状況である。 

 続いて同じく２ページ目の一番下、５番、出店等促進支援金である。こ

ちらについては、２カ年の事業ということで今年の１月から始まった事業

になる。令和３年度についてはまだ始めたばかりだったので２件で、今年

度予算を５,０００万円ほど計上させていただいていたが、前回９月のこ

のご報告の際にちょうど上旬に終わってしまったと、上下、予算額満額に

なってしまったというようなご報告をさせていただいたが、結果としては、

今年度５１件、１００万に届かなかった事業者さんもあったので、５１件

ということで予算現額を執行させていただいている。 

 続いて、ページ３ページ目をごらん願う。こちら下段になるが、多摩市

緊急就労支援事業ということでこちらは、昨年度も実施したが、事業者と

あと就労を希望する方のマッチング事業になる。前回のときはちょうど第

１期目の状況ということでご報告をさせていただいたが、今は第２期目を

実施をさせていただいていて、２期での参加申込者数としては、４０名と

いうことで、そのうち、参加決定されたのが、１期が１３名、２期が６名

で、トータルで２０名ほどを想定していたので、ほぼ見込みどおりの執行

になっている状況である。 

 続いて、ページ４ページにお移り願う。上から２段目の９番、中小企業

ビジネスサポート補助金である。こちらはコロナの影響等によって業態転

換あるいは販路拡大等の取り組みをする事業者への支援事業で、４月から

９月までが申し込み期間となっていた。前回、９月のときには、申込み状

況１７件というようなご報告をしていたかと思うが、最終的には６６件と

いうことで、９月で申し込み自体は終わり、この後年明けにかけて実績の

報告を出していただいて、金額はそれから確定していくという状況になっ

ている。 

 続いて、そのすぐ下の１０番、燃料費等高騰対策支援金である。こちら

は９月補正で計上させていただいた案件になるが、光熱費の３カ月分のう
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ちの３０％、上限３０万円で支援させていただく案件になる。こちら１１

月から受け付けを開始させていただいて、現状ではまだ申請受け付けは５

件。引き続きの３カ月分になるので、実際には多分年明けに申請が一斉に

来るかと考えている。 

 その下、１１番、農産物利用飲食店等支援事業で、こちらは多摩市の農

家さんと飲食店さんのマッチング事業で、上限１０万円で５分の４を補助

するものである。こちらも６月の追加補正で計上させていただいたもので

あるが、事前に登録をしていただいて、後からまとめて領収書分を請求し

ていただくような形になっている。前回８月いっぱいでの登録状況として

は７件となっていたが今時点では２８件と、件数としては大幅にふえてい

る。そのうち補助金の請求があったものはまだ１件で、こちらについても

多分年明けに実際の領収書等を持って請求に来られるものと考えている。 

 続いて５ページ、６ページのところになるが、その他の取り組みという

ことで、税証明関係のキャッシュレスでの実績を令和２年度から令和４年

度まで記載させていただいている。中身としては、特に６ページの上段を

ご覧いただければと思う。今年度からａｕ Ｐａｙ等も使えるようになっ

たことで、もう既にこの１０月末時点でトータル９,５００件ほど利用が

されている。昨年度１年間が７,８００件ほどであるので、１０月時点で

昨年を大幅に上回る状況で、税等の収納の多角化を進めている中ではａｕ

 Ｐａｙ等も入れたことで、さらに進んだものと考えている。 

 ６ページ目の下段になるが、コンビニ等での証明書の交付の関係である。

こちらは下に令和元年度から実際に全体の交付に占めるコンビニ交付の割

合を記載させていただいているが、見ていただいたとおり、特に住民票、

印鑑登録に関しては年々大幅にふえてきており、今回印鑑登録については

２５.４６％、前回９月のときは２４.４５％だったので１ポイントほど上

がっていて、４分の１はコンビニ交付というような状況である。 

 ページを飛んでいただいて、最後９ページをご覧いただければと思う。

こちらは今年度から始めた取り組みで、スマートフォンで口座振替の登録

ができるというような案件である。今まで銀行に行って口座振替の手続を

していたものがスマホでできるようになったということで、前回９４件だ
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ったものが今回１０７件ということで、思ったより少ないかと思いつつも、

一方で、先ほどの収納の多角化でいろいろなキャッシュレス決済等も進ん

でいる中で、私どもとしては窓口で現金で扱うものをできる限り減らして

いきたいという中では、これからもいろいろな収納の多角化の取り組みを

させていただければと考えている。 

渡辺委員長   市側の説明は終わった。質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

渡辺委員長   質疑なしと認める。本件についてはこれで終わる。 

 次に、１３、口座振替キャンペーンの効果検証及びキャッシュレス納付

の推進に向けて、市側の説明を求める。 

渡邊納税課長  １３番、口座振替キャンペーンの効果検証およびキャッシュレス納付の

推進に向けてということでご報告させていただく。まずこれについては、

令和４年の３月議会のときに、このような振替キャンペーンをやらせてい

ただくという形で頭出しをさせていただいたものである。その結果が出た。 

 今回口座振替キャンペーンの実施結果ということで１番であるが、応募

人数が全部で５６６人で、その中に重複で応募された方がいたのでそれを

まず除き、その次は、わかりやすく言うとずっと前から口座振替をやって

いたが、キャンペーンだけ見て応募してしまったという形で新規ではなか

ったような方もおられたので、そういう形で応募要件を満たせない方もさ

らに除き、結果５２０名の方が今回当選した形になっている。 

 これの効果検証として２番、口座振替申込み件数の推移を見ていただけ

ればと思う。令和元年度から令和４年度まで同じように４月１日から８月

３１日の間にそれぞれの年度でどのぐらいの申し込みがあったかを出させ

ていただいているが、令和４年度やらせていただいた結果１,３６９件の

申し込みがあったということで、令和３年度に比べると大幅にふえてきて

いる。あと令和元年度、令和２年度に比べると、コロナ禍の影響前の水準

に戻してきているような形になっている。 

 ３番が各税目で、納税課で把握しているものである。今回介護保険等も

対象にはなっているが、納税課の中では、令和元年度から令和４年度の中

でいくと固定資産税と軽自動車税、要は物件を持っている方たちの口座振



56 

 

替が非常に伸びてきている。普通徴収が少し落ちているが、これは先ほど

の１２番で市民経済部長から説明があったように、いろいろな納付環境を

充実させているということで、口座の登録をするぐらいだったらコンビニ

のほうが２４時間よいので楽、残高を気にしないでもよい、あとは今バー

コードやＱＲコードがついているので家でもできてしまうというところも

あるので、そういう部分では毎年税額が変わっていくようなところに少し

影響があったかと思うが、物件が伸びてきているのは非常にありがたいと

分析している。 

 ２ページ目へ行って、口座振替キャンペーンの効果については、少し重

なるが伸びてきているところは非常にありがたい、特に物件で伸びてきて

いるのは非常にありがたいと見させていただいている。また、よいところ

だけではなく、もともと千人分の予算をいただいていたのにその半分程度

になった理由としてはどうなのかであるが、スマホ決済、督促状でコンビ

ニ納付ができることあり、２４時間対応のほかのものもいろいろ出てきた

のでそちらを利用されるほうが便利だという人もいたのではないか、あと

３つ目の黒ポチであるが、申し込みの際に間違いがないようにということ

で全部で７項目ほどＬｏＧｏフォームでご入力いただくことをやったので

あるが、それが少し面倒に感じられた方もいて途中でおやめになられてし

まった方もおられるのではないかというところは、反省点として分析をし

ている。 

 ６番の今後のキャッシュレス納付の推進に向けてという表であるが、少

し見づらくて恐縮であるが、一番左端の納付方法に口座振替、ペイジー、

スマホ決済、窓口納付、コンビニという形でそれぞれの方法を入れてある。

下に、四角囲みでキャッシュレス、あと現金となっているが、キャッシュ

レスは上の項目の口座振替、ペイジー、スマホ決済をまとめたもの、現金

は、窓口納付とコンビニでの納付というような形で表記させていただいて

いる。令和元年度から行って令和４年度の上半期までになっているが、キ

ャッシュレス決済が微増、窓口での現金納付が微減になってきているとこ

ろである。これ５年１０年たっていろいろ世代なども変わってくるとキャ

ッシュレスが伸びてくるのではなかろうかということで、今の段階ではど
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ちらかというとそのときの時代にきちんと対応できるように少しずつ拡充

していきたいと考えているところである。 

 あと、先ほど市民経済部長からスマホで口座振替の登録ができるという

ご説明を１２番でさせていただいたが、今は三菱ＵＦＪ銀行さんしかでき

ていないが、今後ＪＡ東京南とＪＡ町田さんがそこに加わっていただける

ことになるので、少しずつ金融機関もふえてきている。本当であればメガ

バンク系をもっと、ゆうちょ銀行も含めてというところであるが、規模が

大きいところは対応に時間がかかるようで、今ＡＩＲＰＯＳＴ（エアポス

ト）自体もいろいろ働きかけはしているが、できるところを１行からでも

ふやしていきたいということで、まずはＪＡさん２行に入っていただくと

いうような対応が今準備できているところであるので、重ねて報告させて

いただく。 

渡辺委員長   市側の説明は終わった。質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

渡辺委員長   質疑なしと認める。本件についてはこれで終わる。 

 続いて、１４、「多摩センターの将来のビジョンを描く」進捗状況報告

について市側の説明を求める。 

三浦観光担当課長 １４番、「多摩センターの将来のビジョンを描く」その進捗状況のご報

告になる。前回９月議会において、７月から開始した企画の実施状況をご

報告した。今回はその後の進捗状況についてご報告する。 

 多摩センター活性化に関する事業については、多摩センター活性化推進

会議及び下部組織である担当者会議・部会、ワーキングで検討実施を行っ

ているところである。まちの声を聞くとして「まちづかい」社会実験など

を行い、現在まちの声を集めているところである。下にある表になるが、

９月１０日には多摩センターで「火を囲もう」として、多摩中央公園で実

施した。１１月１２日、土曜日には、パルテノン大通りで今回実施し、約

１５０人の方が参加した。火を囲むように木材を座るように配置し、夜の

イベントをして楽しむとともに、まちの声を聞く機会とした。１１月２７

日の日曜日には、「ピンボールを囲もう」として、パルテノン大通りで約

２００人の方が参加した。パルテノン大通りの傾斜を利用してサッカーボ
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ールやバランスボールなど、障害物をよけながらゴールを目指す催しを実

施した。こちらも先ほどの２００名ということで、多くの方が参加して大

通りの使い方の可能性も確認することができた。 

 ２ページ目になるが、１２月９日の金曜日には、高校生の事業の一つと

してパルテノン大通りで高校生のポスターセッション事業を実施し、通行

される方に採点していただくような取り組みをさせていただいた。こちら

については、翌１０日土曜日にもそちらの報告をするとともに、多摩セン

ター大作戦として今までの声、まちづかいのアイデアの紹介も含めて実施

した。現在、人数は集計中であるが、こちらも多くの方に参加いただいた

ところである。 

 ３番の今後の予定になるが、より多くの声を集め、それらを踏まえ検討

するため、ビジョン（仮）については現在庁内で検討中であるが、１月よ

り少し時期をずらして今年度中に作成し、その後検証、ブラッシュアップ

していきたいと今考えているところである。 

渡辺委員長   市側の説明は終わった。質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

渡辺委員長   質疑なしと認める。本件についてはこれで終わる。 

 続いて１５、「キャッシュレスでＧＯ！ＧＯ！多摩」キャンペーン第１

弾から第５弾までの実施結果について、市側の説明を求める。 

三浦観光担当課長 １５番「キャッシュレスでＧＯ！ＧＯ！多摩」の第１弾から第５弾ま

での実施結果についてご報告させていただく。 

 １番の表の太囲みになるが、第５弾ということで令和４年９月１日の木

曜日から９月３０日、金曜日まで、大手・中小を対象として付与率２０％、

１回当たり２,０００円、期間内２万円を上限として実施した。 

 その下の表になるが、このキャンペーン期間の決済額・還元額になる。

こちらについては３０日間で、総決済額は約１５億６,７８１万円、総還

元額は約２億９,６９６万円、利用者としては５万２,７２２名となってい

る。 

 次のページになる。こちらについては、第４弾については６４２店舗だ

ったが、今回第５弾では７７１店舗での決済となった。物価高騰対策とし
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てのキャンペーンの効果という部分では、決済額の上位１０店舗について

は、スーパー、飲料品店が６割を占めたということで日用品の物価高騰対

策としての効果が表れたと考えている。 

 ３番目の生活者向けキャンペーン周知策の強化については、８月２８日

から９月３０日までの１カ月間、Ｗｅｂ広告ということで駅周辺の５００

メートル圏内に入られた方に、こういった多摩市のキャンペーンをやって

いるというようなご案内をするＷｅｂ広告を行った。期間中に１,０００

万ほどの広告表示がありクリックが９,０００回ということで、他市の規

模よりも多くの方のクリックがされたことが確認された。 

 続いて、３ページになるが、「あんしんスマホ教室」による高齢者向け

のデジタル支援で、こちら令和３年７月から令和４年１１月まで第３弾、

４弾、５弾と実施してきたが、第５弾に合わせて令和４年の８・９・１

０・１１月については４５日間、８５回、３０６名の方に参加していただ

いた。第３弾から５弾までを合わせると９９日間、１８４回、８７３名の

方の参加をいただいた。第５弾になるが、参加者としては８０代の方が５

割、７０代の方が２割、６０代の方が２割で、年齢の高めの方にも多く参

加していただいたところである。 

渡辺委員長   市側の説明は終わった。質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

渡辺委員長   質疑なしと認める。本件についてはこれで終わる。 

 続いて、協議会案件最後になるが、１６、特定生産緑地の指定について、

市側の説明を求める。 

渡邊経済観光課長 それでは、１６番、特定生産緑地の指定についてご説明させていただ

く。こちらについては、１４日の生活環境常任委員会でもご説明をさせて

いただく資料である。こちらについては、課税課、経済観光課、都市計画

課の３課合同で行っているものである。 

 １番目、特定生産緑地の指定についてであるが、生産緑地については、

都市計画決定したことを告示した日から起算して３０年経過する日以降、

所有者がいつでも市町村長に対して買取り申し出ができるようになる。こ

ちらの生産緑地を特定生産緑地に指定することによって１０年間延長する
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ことができるようになっている。 

 ２番目であるが、市内の生産緑地は、平成４年度から指定を開始したこ

とから、３０年後に当たる令和４年度から申込み基準日を迎えてくる。昨

年度末から今年度初めに平成５年度指定、平成６年度指定の生産緑地を対

象として受け付けをさせていただいた。今回で３年目となっている。 

 ２ページ目をご覧いただいて、令和４年以降の取り組みとしては、令和

４年１月１１日から特定生産緑地の指定申請の受け付けを開始し、４月８

日まで受け付けをさせていただいた。その後、多摩市の農業委員会で肥培

管理等の確認をさせていただき、１１月１６日に多摩市都市計画審議会で

意見聴取をしたものである。 

 ４番目、令和４年度の特定生産緑地の指定について、この間の受け付け

結果である。こちら面積ベースであるが、Ａ、申請のあった生産緑地につ

いては約０.４ヘクタール、Ｂ、今回の指定申請の対象となる生産緑地が

約１.０ヘクタール、昨年度までに指定した特定生産緑地が約２０.９ヘク

タール、生産緑地全体の面積が約２４.６ヘクタールとなっている。した

がって、今回指定申請の対象となる生産緑地面積に対する今回の申請割合

であるが、４０％となっている。全生産緑地面積に対する割合が２％とな

っており、今年度までに申し込み済みの割合で全体で申すと約８７％とい

う状況である。 

 下に参考であるが、申請者数の状況である。今回受け付けの申請者数が

３名、対象となった方が６名、全生産緑地の所有者数が１１６名となって

いる。こちらはご参考までと思っている。 

 次ページに移っていただいて、特定生産緑地に指定した生産緑地につい

てであるが、今回申請のあった生産緑地は、指定要件を確認した結果、全

て特定生産緑地に指定した。以降の資料は、特定生産緑地の指定及び解除

のリスト、多摩市特定生産緑地指定図、あと多摩市特定生産緑地総括図を

つけさせていただいているので、後ほどご確認をお願いする。 

 今後の予定としては、年明け１月から新たに平成６年度指定と平成７年

度指定の生産緑地の指定申請の受け付けを開始する予定である。 

渡辺委員長   市側の説明は終わった。質疑はあるか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

渡辺委員長   質疑なしと認める。本件については、これで終わる。 

 以上をもって協議会を終了する。 

（協議会終了） 

                ──────────────― 

                  午後 ２時２２分 再開 

渡辺委員長   休憩前に引き続き会議を開く。 

 委員会を再開する。 

 以上で本日の日程はすべて終了した。 

 これをもって総務常任委員会を閉会する。 

                  午後 ２時２３分 閉会 
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